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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

 

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 77,320 86,075 83,116 87,765 99,854

経常利益 (百万円) 8,373 10,900 13,417 14,948 18,923

親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 5,322 8,201 9,251 10,175 13,782

包括利益 (百万円) 6,432 4,041 15,220 11,171 17,616

純資産額 (百万円) 68,576 71,511 84,737 90,542 103,702

総資産額 (百万円) 103,609 105,035 120,357 125,234 141,295

１株当たり純資産額 (円) 909.06 950.24 1,133.78 1,247.47 1,446.20

１株当たり当期純利益 (円) 70.48 111.43 126.13 140.36 195.84

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 64.7 66.5 68.9 70.7 71.9

自己資本利益率 (％) 7.9 12.0 12.1 11.9 14.5

株価収益率 (倍) 23.6 10.5 12.3 11.5 8.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,298 9,759 8,688 13,370 13,330

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,156 △7,011 △3,828 △5,347 △4,853

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △6,792 △1,237 △2,242 △5,615 △4,736

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) 35,698 37,468 40,412 42,819 46,559

従業員数
[ほか、平均臨時
　　　　　雇用者数]

(名)
1,117 1,138 1,147 1,174 1,095

[385] [373] [408] [417] [429]
 

(注)１.　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　 ２.　当社は2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。第89期の期首に

　 当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」を算定しており

　　　　  ます。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第89期 第90期 第91期 第92期 第93期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円) 54,925 66,190 62,121 62,419 74,911

経常利益 (百万円) 5,475 7,969 10,264 9,751 14,762

当期純利益 (百万円) 3,666 6,487 7,461 7,076 11,703

資本金 (百万円) 2,146 2,146 2,146 2,146 2,146

発行済株式総数 (株) 24,986,599 24,986,599 24,986,599 20,986,599 20,986,599

純資産額 (百万円) 47,256 49,118 59,660 62,071 72,541

総資産額 (百万円) 79,647 82,778 96,055 96,589 110,550

１株当たり純資産額 (円) 640.89 667.96 815.17 874.15 1,032.59

１株当たり配当額
(うち１株当たり
　中間配当額)

(円)
44.0 72.0 101.0 141.0 201.0

(21.5) (26.5) (40.0) (55.0) (81.0)

１株当たり当期純利益 (円) 48.55 88.14 101.72 97.62 166.29

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 59.3 59.3 62.1 64.3 65.6

自己資本利益率 (％) 7.6 13.5 13.4 11.6 17.4

株価収益率 (倍) 34.3 13.2 15.2 16.5 10.5

配当性向 (％) 22.7 20.4 24.8 36.1 30.2

従業員数
[ほか、平均臨時
　　　　　雇用者数]

(名)
314 327 333 350 359

[109] [98] [93] [92] [90]

株主総利回り (％) 167.4 119.5 160.0 169.7 187.7

（比較指標：配当込み
TOPIX）

(％) 102.0 107.9 152.5 150.2 202.2

最高株価 (円) 8,310 6,690 6,420 6,810
2,345
(9,380)

最低株価 (円) 3,680 3,200 4,215 4,640
1,295
(5,180)

 

(注) １.　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.　最高株価及び最低株価は、2022年４月３日以前は東京証券取引所市場第一部におけるものであり、2022年

４月４日以降は東京証券取引所スタンダード市場におけるものであります。なお、第93期の株価について

 は、株式分割後の最高株価および最低株価を記載しており、括弧内に株式分割前の最高株価および最低株

 価を記載しております。

３.　当社は2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。第89期の期首か

　 　ら当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」を算定してお

　 　ります。なお、「発行済株式総数」及び「１株当たり配当額」につきましては、当該株式分割前の内容を

    記載しております。
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２ 【沿革】

当社の設立は1956年９月20日であるが、1963年株式上場の際、株式の額面変更を目的として、合併会社日新産業株

式会社に吸収合併されたため、登記上の創業年月日は1946年２月26日となっている。
　

1956年９月 福井市佐佳枝上町10番地に資本金2,000万円をもって北陸石産工業株式会社を設立

 砂利の生産販売を開始

1957年８月 寺前砂利工場を設置、全オートメーション方式による砂利製品の生産を開始

1962年11月 商号をセキサン工業株式会社と改称(改称前 北陸石産工業株式会社)

1963年２月 金津パイル工場を設置、コンクリートパイルの生産を開始

1963年６月 株式を大阪証券取引所市場第二部に上場

 大阪営業所(現 大阪支店)を設置

1964年11月 東京営業所(現 東京支店)を設置

1967年５月 茨城パイル工場（現東京セキサン株式会社）を設置

1968年６月 滋賀セキサン株式会社(滋賀パイル工場)を設立

1969年４月 埼玉県浦和市においてボウリング場の経営を開始

1970年９月 シェークブロックの専用実施権を獲得、その営業を開始

1971年７月 名古屋営業所(現 名古屋支店)を設置

1973年６月 東京セキサン株式会社を吸収合併、東京パイル工場が加わる

1973年８月 埼玉県浦和市においてビジネスホテル(プラザホテル浦和)の経営を開始

1975年８月 本店を福井市豊島１丁目３番地１号に移転

1977年９月 東京パイル工場にてコンクリートポール製品の生産を開始

1980年11月 ニーディング工法(孔壁練付けの埋込杭工法)建設大臣認定を受ける

1983年３月 商号を三谷セキサン株式会社と改称(改称前 セキサン工業株式会社)

1985年５月 東京本社を設置、本社機能を東京本社に移転

1986年11月 プラザホテル浦和を新築建替

1987年１月 千葉パイル工場（現 千葉セキサン株式会社）を設置

1987年６月 コンクリートブロック製品の生産を子会社福井コンクリート工業株式会社に委託

1990年３月 大宮のテナントビル「三谷ビル」が完成、オフィスビルの貸室事業を開始

 東京本社を幕張(千葉市)へ移転、関東支社を設置

1991年４月 ブロック事業部門の名称を環境製品事業部門へ変更

1993年５月 西日本コンクリート工業株式会社(現 香川セキサン株式会社)を買収

1993年７月 本社機能を東京本社から福井本社へ移転

1993年10月 東京本社を幕張(千葉市)から柳橋(東京都台東区)に移転

1994年10月 四国営業所（現 四国支店）を設置

1996年11月 岡山三谷セキサン株式会社（現 岡山セキサン株式会社）を設立

1997年４月 広島営業所(現 広島支店)を設置

1999年６月 福井コンクリート工業株式会社を存続会社として、富山三谷セキサン株式会社及び北建工業株式
会社を合併、セキサンピーシー株式会社と改称

1999年10月 環境製品事業部門をセキサンピーシー株式会社へ譲渡

2000年１月 SUPERニーディング工法(高支持力無振動無騒音埋込杭工法)の建設大臣認定を受ける

2000年５月 技術部及び東京セキサン株式会社がISO9001取得

2000年12月 三池コンクリート工業株式会社（現 大牟田セキサン株式会社）の株式を取得　

2001年１月 九州支店・熊本営業所を設置

2001年５月 福井アスコン株式会社の全株譲渡により連結子会社除外

2002年12月 新潟営業所を設置

2003年４月 東コン三谷セキサン株式会社（現 東北セキサン株式会社）を設立

2003年５月 仙台営業所を設置

2004年６月 105N/ｍ㎡高強度コンクリートパイルの評定取得

2004年11月 進光資材株式会社を買収（現 セキサンピーシー株式会社）

2005年８月 123N/ｍ㎡超高強度コンクリートパイルの評定取得

2005年９月 三谷エンジニアリング株式会社、福井システムズ株式会社を買収

2005年11月 ゲイトウェイ・コンピュータ株式会社を買収
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2006年６月 コーアツ三谷セキサン株式会社（現 鹿児島コーアツセキサン株式会社）を設立

 鹿児島営業所を設置

2007年５月 進菱三谷セキサン株式会社（現 北九州セキサン株式会社）を設立

2008年12月 北海道永井三谷セキサン株式会社（現 北海道セキサン株式会社）を設立

2009年１月 札幌支店を設置

2010年６月 株式会社トスマク・アイ、株式会社環衛を買収

2013年４月 大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定

2013年７月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定

2014年２月 三谷セキサンエンジニアリングサポート株式会社（現 セキサンエンジニアリングサポート株式
会社）を設立

2014年４月 富山営業所を設置

2014年10月 沖縄事務所を設置

2014年12月 ホテルゲストワン（HOTEL Guest1）上野駅前を開業

2018年１月 堺宇部三谷セキサン株式会社（現 堺宇部セキサン株式会社）を設立

2020年３月 南越アスコン株式会社の全株譲渡により連結子会社除外

2021年１月 簡易株式交換によりセキサンピーシー株式会社及び東北セキサン株式会社を完全子会社化

2022年４月 セキサンピーシー株式会社が株式会社シンコーを吸収合併

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からスタンダード市場へ移行

2023年８月 東京本社を柳橋(東京都台東区)からオリナスタワー(東京都墨田区)に移転

2025年９月 ゲイトウェイ・コンピュータ株式会社の全株譲渡により連結子会社除外
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３ 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、連結子会社19社、非連結子会社1社及び非持分法適用関連

会社３社で構成されております。主な事業としては、コンクリートパイル、ポール、環境製品(ブロック製品)、砂

利の製造販売及び消波ブロックの型枠賃貸を行っており、ほか情報関連、環境衛生、施設管理、ビジネスホテルの

運営、不動産賃貸業務及び太陽光発電の事業を行っております。

当社及び当社の関係会社の事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。なお、以

下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります（非連結子会社１社及び非持分法適用関連会社３社は、除い

ております。）。

　

区分 主要製品 主要な会社

コンクリート二次製品関連事業
コンクリートパイル、ポール、コン
クリートブロック、砂利製品、消波
ブロック型枠賃貸、技術提供収入

当社、滋賀セキサン㈱、東京セキサン
㈱、セキサンピーシー㈱、㈱福井リサイ
クルセンター

（会社数　計　16社）

情報関連事業
情報システム構築、ハード・ソフト
ウエアの販売

福井システムズ㈱
 
（会社数　計　1社）

その他事業
環境衛生、施設管理、ホテル事業、
不動産賃貸、太陽光発電収入

当社、㈱トスマク・アイ、㈱浦和スプリ
ングレーンズ、滋賀セキサン㈱、北九州
セキサン㈱
 
（会社数　計　8社）

 

 
事業の系統図は、次のとおりであります。
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４ 【関係会社の状況】
 

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容
（注）１

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)
（注）４

関係内容

(連結子会社)      

東京セキサン㈱
（注）２

茨城県猿島郡 50
コンクリート
二次製品

100.0

業務委託契約に基づき、コン
クリート二次製品を製造して
いる。
なお、当社所有の土地を賃貸
している。
役員の兼任等…有

 
滋賀セキサン㈱
 

 

滋賀県東近江市 60
コンクリート
二次製品

55.0

業務委託契約に基づき、コン
クリート二次製品を製造して
いる。
役員の兼任等…有
 

大牟田セキサン㈱ 福岡県大牟田市 60
コンクリート
二次製品

100.0

業務委託契約に基づき、コン
クリート二次製品を製造して
いる。
役員の兼任等…有

セキサンピーシー㈱ 福井県福井市 76.7
コンクリート
二次製品

100.0

環境製品(コンクリートブ
ロック)を製造販売してい
る。
なお、当社所有の土地を賃貸
している。
役員の兼任等…有

㈱福井リサイクルセンター 福井県福井市 10
コンクリート
二次製品

65.0

再生骨材の製造販売をしてい
る。
なお、当社所有の土地を賃貸
している。
役員の兼任等…有

三谷エンジニアリング㈱ 福井県福井市 50
コンクリート
二次製品

100.0
場所打ち杭工事等の施工をし
ている。
役員の兼任等…有

㈱トスマク・アイ 石川県白山市 50 その他 100.0

廃棄物収集等の環境衛生事
業、施設管理事業をしてい
る。
役員の兼任等…無

福井システムズ㈱ 福井県坂井市 50 情報関連 84.0

情報処理委託計算及びコン
ピュータプログラム等のシス
テム開発をしている。
役員の兼任等…有

㈱浦和スプリングレーンズ 埼玉県さいたま市 90 その他 100.0

ホテル・ボウリング場の経営
をしている。
なお、当社所有の土地・建物
を賃貸している。
役員の兼任等…有

セキサンエンジニアリングサ
ポート㈱

東京都墨田区 10
コンクリート
二次製品

100.0
杭工事等の現場管理をしてい
る。
役員の兼任等…有

その他９社 ― ― ― ― ―

（その他の関係会社）      

 
三谷商事㈱
（注）３

福井県福井市 5,008 ―

16.0
(2.6)

　　　（被所有）
 10.4
(8.2)

製品の販売及び原材料等の一
部購入をしている。
役員の兼任等…有

 

 (注) １.　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

 ２.　特定子会社に該当しております。

 ３.　有価証券報告書の提出会社であります。

 ４.　「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（外書）は間接所有であります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。
 

(1) 経営方針

当社グループは、独自の製品・新技術の開発に努め、より高性能の商品・工法を提供していくことにより、お

客様のニーズにお応えし、社会資本の整備と快適な環境の創造に貢献することを経営の基本としております。

構築物の基礎支持力を提供するメーカーとして、高品質のコンクリート、高品質の施工技術及び施工管理技術

の研究に積極的に取り組み、他社との差別化を図り、収益性を高め、財務体質を強化することを目標とします。
 

(2) 経営環境

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復により、緩やかな回

復基調が見られる一方で、継続する物価上昇、地政学リスクの懸念等もあり、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

当社グループの主力製品であるコンクリートパイル業界におきましては、民間需要は増加しましたが、官公需

要が減少したため、業界全体の出荷量は前期比で0.2％減少いたしました。
 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、引き続き緩やかな回復基調で推移することが期待される一方で、継続す

る物価上昇、地政学リスクの懸念等もあり、先行きは依然として不透明な状況が続くことが予想されます。

こうした中、当社は、顧客ニーズに対応した新製品・新技術の開発を積極的に進め、技術力と営業力の向上に

より一層努めてまいります。また、キャッシュ・フロー経営を重視し、財務体質の強化を行い、事業経営全般の

効率化に全力をあげて取り組んでまいります。

また、競合他社との価格競争の激化や原材料価格の高止まりが引き続きが見込まれるため、採算管理の徹底・

経費抑制等に努めてまいります。
 

２ 【サステナビリティに関する考え方及び取組】

 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組みは、次のとおりであります。

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) ガバナンス

 当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む７名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を決定

しております。原則として、監査役３名（うち社外監査役２名）も出席のうえ、月１回開催されております。

 また、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度（当社の呼称は、経営執行役）を導入しておりま

す。経営執行役会は、経営執行役９名で構成され、専門性に優れる経営執行役が、迅速に業務執行事項を決定して

おります。原則として、常勤監査役１名も出席のうえ、月２回開催しております。

 監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、取締役とは職責を異にする独立機関であることを認

識し、独立した立場からの業務監査を実施しております。原則として、月１回開催しております。

 今後、持続可能性の観点で当社グループの企業価値を向上させるため、サステナビリティに係る課題への取組み

等について総務部を中心に協議し、取締役会へ報告してまいります。

 

(2) 戦略

  ① 環境

当社グループは、当事業年度より国内12ヶ所のコンクリートパイル及びポール製造工場におきまして、CO₂排出量

の算定(Scope1、2）を実施しており、今後も継続的に算定並びに精査をおこなっていくとともに、事業活動を通じ

て持続可能な社会の実現に向けて、戦略に対応した指標及び目標を策定してまいります。

 なお、業界内における循環経済型ビジネス市場の牽引・発展に寄与するものとして、当社の主力施工法である

「Hybridニーディング工法」に用いるセメントに産業副産物である「高炉スラグ」を活用できる新技術を導入いた

しました。本技術の導入により、従来の工法と比較して、セメント由来のCO₂排出量を60%削減(当社試算)すること

に成功しました。

詳細については、当社ウェブサイト（http://www.m-sekisan.co.jp/ir）に記載のリリースをご覧ください。
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② 人的資本

当社は、持続的な成長と競争力の維持・向上を実現するため、人材を重要な経営資本と位置付けております。ま

た、変化する事業環境に対応できる組織づくりを重要な経営課題と認識しております。

人材資本に関する記述について、当社はグループ全体を包括する戦略を策定していないため、当社単体の戦略に

ついて記述しております。また、定量的な指標及び目標は現時点で策定していないため、今後の実績・成果を踏ま

え、適切な指標及び目標を策定してまいります。

 
＜人材の育成及び社内環境整備について＞

 当社は人材の確保・育成及び健康増進を重要な課題と捉え、採用、教育・研修、職場環境の整備を一体的に推進

しています。

 採用面では、毎年継続的に新卒採用を実施し、多様な人材の確保に努めるとともに、中途採用においては専門知

識や実務経験を有する即戦力人材を積極的に採用しています。

 教育面では、新入社員に対し、入社後１年間にわたる教育プログラムを通じて、施工現場や構造設計に関する基

礎知識など、業務遂行に必要な知識、技能を体系的に取得できる環境を整備しています。また、若手・中堅社員を

対象とした研修を毎年実施し、能力向上とエンゲージメント向上を図るとともに、管理職に対しては必要に応じて

管理職研修を実施し、組織運営や人材育成に必要なマネジメントスキルの向上に取り組んでいます。

 健康増進の面では、従業員が心身ともに健康でいきいきと働ける環境を整備するため、「Vitality福利厚生タイ

プ」を導入するとともに、健康報奨金制度や禁煙奨励金制度を設けています。加えて、マラソン大会等への参加費

補助や禁煙プログラム費用の全額補助を実施するなど、従業員の健康維持・増進を支援する各種施策を推進してい

ます。これらの取り組みが評価され、健康経営優良法人の認定を取得しており、今後も健康意識の向上と生産性向

上につながる職場環境づくりに取り組んでまいります。

 これらの取り組みを通じて、人的資本の強化を図り、持続的な企業価値の向上につなげてまいります。

 

(3) リスク管理

 リスクや機会は、各事業部、関係会社において最初に認識され評価されます。事業上のリスクや機会は、各事業

部や関係会社からの報告会議体である支店長会議や月例ヒヤリングで報告され、あるいは随時社長及び担当経営執

行役に報告され、戦略や対応が審議されます。重要度の高いものは取締役会への報告及び対応の提案がなされま

す。

当社グループにおいて全社的なリスク管理はリスク管理規程に基づいて実施しております。機会については、各事

業部及び関係会社の事業計画策定のプロセスにおいて評価され戦略に組み込まれます。

また、サステナビリティに係るリスクについては、今後、リスクマネジメントに係る会議体を設置し、サステナビ

リティに係るリスクの識別、優先的に対応すべきリスクの絞り込みについて、同会議体の中でより詳細な検討を行

い、共有してまいります。

 

 
(注)　管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異についての実

　　　績は、「第４　提出会社の状況　５　従業員の状況等　(2)　従業員の状況　(4)　管理職に占める女性労働者

     の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異」に記載しております。
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３ 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成

績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおり

であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。　　
　

(1) 需要動向

当社グループの主力のパイル部門の全体需要は、民間需要に大きく影響される状況にあります。想定以上に需要

が落ち込んだ場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

経営執行役会議・支店長会議等において受注見通し、案件量を毎月フォローし、適宜必要な対策の検討を行って

おります。
　

(2) 価格競争

当社グループが展開する事業において、価格競争の熾烈化や、新しい競合先の市場参入によって当社グループの

製品及びサービスが厳しい価格競争にさらされることで当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
 

(3) 収益認識について

当社グループの主力のパイル部門は、顧客との間でコンクリートパイル製品の販売及び請負工事の契約を締結し

パイル工事を行い、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務と識別したうえで、契約における

履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り

方法として見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）を適用しております。パイル工事は、工事の受注

から完成までに一定の期間を要し、顧客の高度なニーズに対応するため製品、工法及び施工技術が必要となり、ま

た工事の進行過程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工

期の遅延が生じることで工事原価の見積りの見直しが必要となります。追加工事・変更工事の発生に伴い工事収益

の見積りについても見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要しま

す。

収益認識を正確に行うため、工事案件毎に継続的な見積原価や予定工事期間の見直しを実施する等適切な原価管

理に取り組んでおりますが、これらの見直しが必要になった場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。

その防止対応策として、日報管理、工事施工品質管理等の体制充実を図っております。

 
(4) 不採算工事の発生によるリスク

当社グループが施工するパイル工事において、工事の請負工事契約の締結段階での価格競争による不採算工事の

発生や手持工事のうち設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の

遅延が生じた場合、見積総原価が収益総額を超過して工事損失が発生し、工事損失引当金を計上することとなり、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

工程遅延や追加工事原価発生等のリスク要因に応じた工事部門と施工技術部門が一体となったフォロー体制を充

実させております。

 
(5) 原材料の調達

当社グループは、原材料を多数の供給業者から調達しており、購入に際しては安定供給及び品質保証された原材

料の調達に努めており、また複数の供給業者からの調達は進めているものの、一部の特殊な原材料については限ら

れた供給業者に依存する場合があります。供給業者における災害、事故等による調達への支障が生じた場合には、

生産活動の停止等の影響が考えられ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
　

(6) 原材料価格

当社グループのコンクリート二次製品関連事業におきましては、原材料としてセメントや鋼材等を使用しており

ますが、市場価格の変動により調達価格が上昇し、製造コスト等に影響を及ぼすおそれがあります。当社グループ

としましては、コスト上昇に対して全社的なコストダウンに取り組むと共に顧客への適正価格の改定を要請する努

力を行いますが、価格動向によっては当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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(7) 貸倒リスク

当社グループの販売先の中には、財務面において不安な企業もあります。当社グループの与信管理体制により貸

倒れ発生を未然に防止する取り組みを行っておりますが、貸倒れリスクは皆無ではないため、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。
　

(8) 新製品及び新技術の開発

当社グループは高品質、低価格そして革新的な製品及び工法等の開発を念頭に進めており、知的財産権について

も多数の特許等の申請を行っております。申請にあたっては公知の技術の調査を入念に行っておりますが、権利を

保有する企業への抵触を全て排除することはできません。その場合には抵触する製品等の販売停止、損害賠償等を

請求されることも想定され、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
　

(9) 法的規制

当社グループは建設業許可、産業廃棄物許可等を受けており、これらの許認可を受けるための諸条件、関係法令

の遵守に努めております。当連結会計年度末において事業運営上の支障をきたす状況は生じておりませんが、法令

違反等により許認可が取り消された場合には、事業の運営に支障をきたし、当社グループの業績に影響を及ぼす可

能性があります。

当社グループとしましては、内部監査の実施、内部通報システム並びにコンプライアンスの周知徹底を図ってお

ります。
　

(10) 契約不適合

当社グループは、高い品質管理体制のもとで、高品質の製品、工事、システムの販売を行っておりますが、予見

できない契約不適合によっては品質の悪化や工期の遅延が生じる可能性があります。契約不適合に伴う損害賠償等

が発生した場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
　

(11) 事故

当社グループは、設備の点検、保守、また安全衛生教育により製造設備の安定操業、安全確保に努めております

が、不慮の事故等により工場周辺あるいは製造設備への重大な被害や人的被害が生じた場合には、被害補償、設備

補修等に多額の費用が見込まれ、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
(12) 自然災害等

当社グループは全国に生産・営業拠点を設けておりますが、地震、津波、風水害等の自然災害や、感染症の世界

的流行が発生した場合には、当社グループが保有する資産や当社グループの従業員に直接被害が及び、損害が発生

する可能性があります。

当社グループとしましては、人的被害の回避を最優先としつつ事業継続を図るため、ハザードマップ等を利用し

た地域的リスクの周知や、感染防止策の実施、時差出勤及びテレワークの推進、会議の実施方法見直しなどを行っ

ております。

災害規模が大きな場合には、受注動向の変化・建設資材価格の高騰等で事業環境が変化し、当社グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

 
(13) 情報セキュリティリスク

当社グループは設計、施工をはじめとする各種サービスを提供するにあたり、構造物や顧客に関する情報、経

営・技術・知的財産に関する情報、個人情報その他様々な情報を保有しております。このような情報が外部からの

攻撃や従業員の過失等によって漏洩または消失等した場合には、信用の毀損、損害賠償や復旧費用等の発生によ

り、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

これらのリスクに対応するため、セキュリティソフトの強化、セキュリティレベルに応じた入退室管理、ファイ

ルサーバーとパソコン間のログ監視、従業員及び外部要員へのセキュリティ教育、バックアップによる情報及びソ

フトウエアのリカバリーポイントの維持などを行っております。
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４ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」とい

う。）の状況の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は

次のとおりであります。

　なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復により、緩やかな回

復基調が見られる一方で、継続する物価上昇、地政学リスク、米国の関税政策による影響の懸念等もあり、依然

として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの主力製品であるコンクリートパイル業界におきましては、民間需要は増加しましたが、官公需

要が減少したため、業界全体の出荷量は前期比で0.2％減少いたしました。

当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高は998億54百万円（前期比13.8％増）、営業利益は175億98

百万円（同26.7％増）、経常利益は189億23百万円（同26.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は連結子

会社であったゲイトウェイ・コンピュータ株式会社の全保有株式を譲渡したことによる子会社株式売却益を計上

したことにより137億82百万円（同35.5％増）となりました。

 
 

　　　セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

 

① コンクリート二次製品関連事業

コンクリート二次製品関連事業につきましては、主力のコンクリートパイル部門において前連結会計年度に

比べて需要が減少し競争が激化する厳しい経営環境の中、販売強化及び施工効率の向上に努め、大型物件の受

注もあり当社の販売量は増加しました。その結果、当部門の売上高は831億59百万円（前期比21.7％増）とな

り、営業利益は147億33百万円（同39.7％増）となりました。

 

② 情報関連事業

情報関連事業につきましては、連結子会社であったゲイトウェイ・コンピュータ株式会社を連結の範囲から

除外したことにより、売上高は74億50百万円（前期比27.7％減）となり、営業利益は16億17百万円（同11.6％

減）となりました。

 

③ その他事業

その他事業につきましては、環境衛生事業の収集運搬部門やリサイクル部門の売上が減少しましたが、施設

管理部門の売上が増加しました。また、ホテル事業において、インバウンド需要は好調を維持していますが、

一部ホテルの改修工事の影響で稼働率が低下したことにより、売上高は92億44百万円（前期比1.0％増）とな

り、営業利益は22億28百万円（同13.3％減）となりました。
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　　　生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。
 

① 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 生産高(百万円) 前期比(％)

コンクリート二次製品関連事業 25,312 116.9

情報関連事業 2,612 87.2

その他事業 5,298 104.5

合計 33,223 111.8
 

　(注)　1.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　　　2.　金額は、製造原価によっております。

 

② 受注実績

当連結会計年度における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 受注高(百万円) 前期比(％) 受注残高(百万円) 前期比(％)

コンクリート二次製品
関連事業

82,428 104.2 34,158 97.9

情報関連事業 7,352 71.2 173 63.9

その他事業 9,244 101.0 ― ―

合計 99,025 100.5 34,331 97.6
 

　(注)　1.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

 

③ 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 

セグメントの名称 販売高(百万円) 前期比(％)

コンクリート二次製品関連事業 83,159 121.7

情報関連事業 7,450 72.3

その他事業 9,244 101.0

合計 99,854 113.8
 

　(注)　1.　セグメント間取引については、相殺消去しております。

 

（2）財政状態

当連結会計年度における資産合計は1,412億95百万円となり、前連結会計年度末と比べ160億61百万円増加いた

しました。これは主に、有形固定資産の増加及び投資有価証券の時価評価に伴い投資その他の資産が増加したこ

とによるものであります。

　負債合計は375億92百万円となり、前連結会計年度末と比べ29億円増加いたしました。これは主に、未払法人

税等の増加及び投資有価証券の時価評価に伴い繰延税金負債が増加したことによるものであります。

 純資産合計は1,037億2百万円となり、前連結会計年度末と比べ131億60百万円増加いたしました。これは主

に、利益剰余金の増加によるものであります。
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（3）キャッシュ・フロー

当連結会計年度における現金及び現金同等物は465億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億40百万円

の増加となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、133億30百万円（前期は133億70百万円）となり、前連結会計年度に比

べ40百万円の減少となりました。これは、売上債権の増加が主な内容であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、△47億53百万円（前期は△53億47百万円）となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出が主な内容であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、△47億36百万円（前期は△56億15百万円）となりました。これは、自

己株式の取得による支出、配当金の支払による支出が主な内容であります。

 
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金及び設備投資資金等は、原則として、自己

資金又は銀行からの借入により資金調達しております。主な設備投資資金需要としては、工事用部材、工場用設

備の更新等となります。

 
（4）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成して

おります。この連結財務諸表を作成するにあたって、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす見積り

及び仮定を用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりでありま

す。

 
① 繰延税金資産の回収可能性

　 繰延税金資産の回収可能性は、過去の課税所得の推移や将来の課税所得の見込み等を勘案し、回収可能性を

慎重に検討した上で計上しております。

当該見積り及び当該仮定について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合、翌

連結会計年度以降の連結財務諸表において認識する繰延税金資産及び法人税等調整額の金額に重要な影響を与

える可能性があります。

 
② 契約資産

当社グループの主力のパイル部門はコンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別

したうえで、契約における履行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。

履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法として見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）を適

用しております。見積総原価のうちコンクリートパイルの請負工事に係る工事原価の見積りは、工事の進行過

程における設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が

生じることで見直しが必要となることがあります。また、追加工事・変更工事の発生に従い工事収益の見積り

の見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがありま

す。このような場合には当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
③ 工事損失引当金

当社グループの主力のパイル部門は、顧客との間で工事請負契約を締結しパイル工事を行っております。競

合会社との価格競争により戦略的に低価格で受注する場合や、手持工事のうち設計内容の変更や顧客による工

事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで、工事原価総額が工事収益総

額を超過し工事損失が発生することがあります。工事損失が発生する可能性が高い工事請負契約を網羅的に識

別し、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる

場合には、超過すると見込まれる額のうち当該工事請負契約について既に計上された損益の額を控除した残額

を、工事損失が見込まれた連結会計年度の損失として処理し、工事損失引当金に計上しております。

工事の進行に伴い見積りを超えた原価が発生する場合は、当社グループの業績を悪化させる可能性がありま

す。
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④ 固定資産の減損

当社グループは、固定資産の減損に係る回収可能性の評価に当たり、原則として継続的に損益を把握してい

る事業部単位で資産のグルーピングを行っており、収益性が著しく低下した資産グループについて、固定資産

の帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。

固定資産の回収可能価額について、将来キャッシュ・フロー、割引率、正味売却価額等の前提条件に基づき

算出しているため、当初見込んでいた収益が得られなかった場合や、将来キャッシュ・フロー等の前提条件に

変更があった場合、固定資産の減損を実施し、当社グループの業績を悪化させる可能性があります。

 
５ 【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６ 【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、コンクリート二次製品の製造販売を通じて「高品質の商品を需要家に」

を企業理念とし、グループ間で連携した研究開発体制を敷き、また、グループ外の研究開発組織とも連携・協力し

て、コンクリート製品、施工技術及び施工管理技術の開発に積極的に取り組んでおります。

当連結会計年度における当社グループの研究開発費は、740百万円であります。

なお、当連結会計年度における研究開発活動は、コンクリート二次製品関連事業セグメントのみであります。

 

(1) 基礎研究分野

　構築物の基礎支持力を提供するメーカーとして、高品質のコンクリート、高品質の施工技術及び施工管理技術の

研究に積極的に取り組んでおります。

 

(2) 国土保全開発分野

　社会生活を円滑に回転させ、自然環境と現代社会の環境アセスメントを基準に、港湾、海岸、河川及び道路の整

備事業に携わるコンクリート二次製品の改良、開発を進めております。

 

(3) 品質保証分野

　需要家（顧客）の信頼性向上、品質マネジメントシステムの構築のため、東京セキサン㈱（製造部門）、滋賀セ

キサン㈱（製造部門）、当社技術部及びポール営業部は、ISO9001を取得しております。

 

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 15/102



第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、生産の合理化、品質向上のための投資を行うとともに、需要の変化に対応

した投資を重点的に行ないました。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

　当連結会計年度の設備投資の総額は、6,245百万円となり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとお

りであります。

　

(1) コンクリート二次製品関連事業

当連結会計年度の主な設備投資は、工事用部材、工場用設備の更新を中心とする4,998百万円の投資を実施しま

した。

　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

　

(2) 情報関連事業

当連結会計年度の主な設備投資は、情報関連機器の更新、ソフトウエアを中心とする326百万円の投資を実施し

ました。

　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

　

(3) その他事業

当連結会計年度の主な設備投資は、環境衛生事業に係る車輌及び工場用設備の更新を中心とする869百万円の投

資を実施しました。

　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。

 

(4) 全社共通

当連結会計年度の主な設備投資は、提出会社において、社内システムの更新を中心とする50百万円の投資を実施

しました。

　なお、重要な設備の除却又は売却はありません。
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２ 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下の通りであります。

(1) 提出会社

2026年３月31日現在

事業所名
(所在地)

セグメントの
名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品他

土地

(面積ｍ
2
)

合計

茨城工場
(茨城県猿島郡
 　　境町)

コンクリー
ト二次製品
関連事業

パ イ ル ・
ポール生産
設備

― ― ―
719

(125,790)
719

―
[―]

金津工場
（福井県
　あわら市）

コンクリー
ト二次製品
関連事業

パイル生産
設備

76 324 14
166

(44,519)
581

24
[12]

寺前工場
（福井県
　福井市）

コンクリー
ト二次製品
関連事業

砂利製品
生産設備

30 94 1
60

(25,780)
187

5
[―]

ホテル・ボウ
リング場
(埼玉県さいた
ま市南区)

その他事業
ホテル・ボ
ウリング設
備

141 20 4
138

(4,837)
304

―
[―]

ボウリング場
（埼玉県
　川口市）

その他事業
ボウリング
設備

31 5 0
229

(1,976)
266

―
[―]

大宮三谷ビル
(埼玉県さいた
ま市大宮区)

その他事業
テナントビ
ル設備

293 0 1
0

(800)
296

―
[―]

 

(注)　従業員数の[　]は、臨時従業員数を外書しております。また当社以外の会社に在籍する人員は、含まれて　

     おりません。

 

(2) 国内子会社

2026年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(名)建物及び

構築物
機械装置
及び運搬具

工具器具
備品他

土地

(面積ｍ
2
)

合計

東京セキ
サン㈱

茨城工場
(茨城県
猿島郡
境町)

コンクリー
ト二次製品
関連事業

パイル・
ポール生
産設備

185 161 26
26

(10,323.2
)

400
30
[3]

セキサン
ピーシー
㈱

福井工場
(福井県
福井市)

コンクリー
ト二次製品
関連事業

環境製品
生産設備

83 12 23
―
(―)

119
15
[4]

㈱トスマ
ク・アイ

松任リサイ
クル工場
(石川県
白山市)

その他事業
リサイク
ル製品生
産設備

130 357 1
570

(34,613)
1,059

31
[20]

 

(注)　従業員数の[　]は、臨時従業員数を外書しております。また上記の会社以外の会社に在籍する人員は、

     含まれておりません。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

　(注)　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより、

     　　発行可能株式総数は90,000,000株増加し、120,000,000株となっております。

 
② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(2026年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2026年６月25日)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 20,986,599 83,946,396
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株
であります。

計 20,986,599 83,946,396 ― ―
 

　　(注)　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより、

      　 発行済株式総数は、62,959,797株増加し、83,946,396株となっております。

 
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2024年12月18日
（注）１

△4,000,000 20,986,599 ― 2,146 ― ―
 

（注）１.　自己株式の消却による減少であります。

 　　 ２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより、

       　 発行済株式総数は、62,959,797株増加し、83,946,396株となっております。
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(5) 【所有者別状況】

2026年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 15 18 270 120 7 2,503 2,933 ―

所有株式数
(単元)

― 15,677 1,255 102,015 21,487 7 69,265 209,706 15,999

所有株式数
の割合(％)

― 7.48 0.60 48.65 10.25 0.00 33.03 100.00 ―
 

(注)１.　自己株式3,423,569は、「個人その他」に34,235単元、「単元未満株式の状況」に69株を含めて記載して

　　　　 おります。

   ２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。これにより、

      　　 発行済株式総数は、62,959,797株増加し、83,946,396株となっております。

 

(6) 【大株主の状況】

2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

一般財団法人三谷市民文化振興
財団

福井県福井市豊島１丁目３番１号 2,189 12.46

三谷商事株式会社 福井県福井市豊島１丁目３番１号 1,826 10.40

一般財団法人三谷進一育英会 福井県福井市豊島１丁目３番１号 1,425 8.11

ＵＢＥ三菱セメント株式会社 東京都千代田区内幸町２丁目１－１ 1,004 5.72

住友大阪セメント株式会社 東京都港区東新橋１丁目９－２ 999 5.69

BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED
STOCK FUND (PRINCIPAL ALL
SECTOR SUBPORTFOLIO) （常任代
理人　株式会社三菱UFJ銀行）

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A
(東京都千代田区丸の内１丁目４－５）

883 5.03

三谷滋子 福井県福井市 866 4.93

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区赤坂１丁目８－１ 846 4.82

三谷進治 福井県福井市 482 2.75

敦賀セメント株式会社 福井県敦賀市泉２号６番地１ 384 2.19

計 ― 10,907 62.10
 

（注）１.　上記のほか当社所有の自己株式3,423,569株があります。

　　２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数に

　　　 　ついては、当該株式分割前の株式数で記載しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2026年３月31日現在

区分 株式数(株)

議決権の数

(個)

内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 3,423,500
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 17,547,100
 

175,471 ―

単元未満株式 普通株式 15,999
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 20,986,599 ― ―

総株主の議決権 ― 175,471 ―
 

　(注)１.　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式69株が含まれております。

　　　２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数に

　　　　  ついては、当該株式分割前の株式数で記載しております。

 
② 【自己株式等】

2026年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
三谷セキサン株式会社

福井県福井市豊島１丁目３
番１号

3,423,500 ― 3,423,500 16.31

　　　　　計 ― 3,423,500 ― 3,423,500 16.31
 

 　(注)　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数に

　　　　　ついては、当該株式分割前の株式数で記載しております。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
 

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

取締役会（ 2025年５月14日）での決議状況
（取得期間 2025年５月 15日～　2026年５月14日）

300,000 2,100

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 189,000 1,432

残存決議株式の総数及び価額の総額 111,000 667

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） 37.00 31.78

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合（％） 37.00 31.78
 

 (注)１.　東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による買付けであります。

　　 ２.　2025年12月11日をもって、2025年５月14日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得を終了しており

　　　　　ます。

　　 ３.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数に

　　　 　ついては、当該株式分割前の株式数で記載しております。

 
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（百万円）

当事業年度における取得自己株式 16 0

当期間における取得自己株式 ― ―
 

 （注）１.　当期間における取得自己株式には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

　　　　　　買取及び買増しによる株式数は含めておりません。

      ２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、株式数に

　　　　　　ついては、当該株式分割前の株式数で記載しております。

 
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

株式数(株)
処分価額の総額
(百万円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、株式交付、
会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 3,423,569 ― 13,694,276 ―
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 （注）１.　当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の

　　　　　　買取及び買増しによる株式数は含めておりません。

　　　 ２.　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っており、当事業年度におけ

　　　　　　る取得自己株式数は株式分割前の株式数を、当期間における株式数は株式分割後の株式数を記載しており

　　　　　　ます。

 
３ 【配当政策】

当社は、株主に対する安定的な利益還元、将来の設備投資、研究開発、M&Aなどの事業展開と企業の体質強化のた

めの内部留保にも留意した上で、業績の状況を総合的に考慮して配当を行っております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間

配当は取締役会、期末配当は株主総会としております。なお、当社定款において、会社法第454条第５項に規定する

中間配当を行うことができる旨を定めております。

当事業年度末配当は、１株当たり120.0円とし、中間配当81.0円とあわせた年間配当は１株当たり201.0円としてお

ります。

 

（注）　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

　　　　　なお、当社は2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、

　　　　「１株当たり配当額」は分割前の内容を記載しております。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2025年11月12日

取締役会決議
1,422 81.0

2026年６月24日

定時株主総会決議
2,107 120.0
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４ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

　　①　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のため

に、社会の信頼を得られる企業であり続けることです。当社は、今後とも、より一層のコーポレート・ガバナン

スの強化・充実に取り組んでいきます。

 

　　②　企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社の取締役会は、社外取締役１名を含む取締役７名で構成され、経営の最高意思決定機関として重要事項を

決定しております。原則として、監査役３名（うち社外監査役２名）も出席のうえ、月１回開催されておりま

す。

また、業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度（当社の呼称は、経営執行役）を導入しており

ます。経営執行役会は、経営執行役９名で構成され、専門性に優れる経営執行役が、迅速に業務執行事項を決定

しております。原則として、常勤監査役１名も出席のうえ、月２回開催しております。

監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成され、取締役とは職責を異にする独立機関であることを

認識し、独立した立場からの業務監査を実施しております。原則として、月１回開催しております。

社長直属の内部監査室は、定期的な内部監査を行い、自発的な内部統制チェックを行っております。

 
上記のように、取締役会及び経営執行役会は迅速かつ的確な意思決定機関として、監査役会は監査役がそれぞ

れの専門知識を活かした監査を行うことで経営の監視機関として充分に機能していると認識しているため、現体

制を採用しております。

 

 

　　③　企業統治に関するその他の事項

　　　・内部統制システムの整備の状況

　　　 a.　コンプライアンス

当社の各部門の日常業務に関する法令・定款の遵守状況のチェックは内部監査室が実施し、取締役の職務執

行状況の法令・定款への適合状況については監査役が法令に基づき監査を実施しております。

これに関連し、内部通報制度といたしまして、コンプライアンスに関する当社グループ共通の専門窓口を設

置し、法令違反等に関する相談や通報を受け付ける体制を構築しております。

 

　　　 b.　情報管理体制

取締役及び経営執行役の職務執行等に係る情報は、法令のほか、文書管理規程等に沿って書面または電磁的
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方法により作成・保存されており、作成・保存された情報は必要に応じて取締役、経営執行役、監査役会及び

会計監査人等が常時閲覧できることとしております。取締役の職務執行に係る情報の作成・保存及び管理体制

については、監査役会の監査を受けております。

 
　　　 c.　会計監査人の内部統制に関する事項

会計監査人は、当社の内部統制システムの適正性・有効性についての監査も行っており、監査結果は速やか

に経営者へ報告されます。改善すべき事項が生じた場合は直ちに各部署へ指示され、早急に改善策を検討し、

実施される体制を構築しております。

 

　　　 d.　グループ会社の管理体制の整備の状況

当社は子会社に対する適切な経営管理を行っております。子会社に関しても、所属する役職員がコンプライ

アンスに関して通報または相談できる当社グループ共通の専門窓口を設置し、グループとして一体的にコンプ

ライアンス推進体制を構築しております。

　さらに、当社の内部監査室が内部監査計画に従って定期的に子会社の監査を実施するとともに、当社の監査

役が子会社の監査役を兼任して監査を行い、業務の適正を確保する体制を構築しております。

 

　　　 e.　リスク管理体制の整備の状況

当社は業務運営に係るすべてのリスクについて適正に管理・対応できる体制として、管理本部長をリスク管

理に関する統括責任者として、全社的なリスクを管理・統括するものとしております。

　不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長が対応責任者となり、危機管理のためのチームを組成し対

応することで、損失を最小限に止める体制整備を図ります。

 
　　　・責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との

間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損

害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 
     ・役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、取締役及び監査役全員を被保険者として役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお

り、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生

ずることのある損害を、当該保険契約により補填することとしております。保険料は全額会社が負担しており

ます。

 
　　　・取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨を定款で定めております。

 
　　　・取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めてお

ります。また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席

し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。

 
　　　・取締役会で決議できる株主総会決議事項

　　　 a.　自己株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、将来の経営の機動性を確保するため、会社法第165条第２項の規定に

より、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めておりま

す。

 
　　　 b.　中間配当の実施

当社は、毎事業年度における剰余金の配当につきましては、株主の皆様への利益分配の機会を増加させるた

め、中間配当と期末配当の２回行ってまいります。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については
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株主総会、中間配当については取締役会としております。なお、会社法第454条第５項に規定する中間配当を

行うことができる旨を定款で定めております。

 
　　　 c.　取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役がその期待される職務を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第１

項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者

を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で

定めております。

 
　　④　取締役会の活動状況

当事業年度において、当社は取締役会を月１回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおり

であります。

氏名 開催回数 出席回数

三谷　進治 12 12

田中　昌郁 12 11

三谷　聡 12 12

渡辺　崇嗣 12 11

山口　浩二 12 12

阿部　亨 12 12
 

(注)　山口　浩二氏は、2026年６月24日開催の定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任しております。

　取締役会における具体的な検討内容としては、事業計画策定に係る根拠・妥当性、計画に対する進捗状況、

設備投資に係る有効性、保有資産の売却等であります。

 
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりです。

 
 会社の支配に関する基本方針

 
    １.　基本方針の内容
 

 
当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われ

る、いわゆる「敵対的買収」であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、こ

れを一概に否定するものではありません。また、当社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的

には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えています。

 
しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な

侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量

買付行為の内容等について検討するためあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や

情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要と

するもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社グループが建築資

材メーカーとして業界での確固たる地位を築き、当社グループが構築してきたコーポレートブランド・企業価値ひいて

は株主共同の利益を確保・向上させていくためには、企業価値の源泉である①高性能かつ安全な商品・工法を創造する

最先端の技術開発力、②お客様の高度なニーズにも対応するコンサルティング営業力と一気通貫の責任施工体制、③高

品質な商品を安定的に供給する全国的な製造販売体制が必要不可欠であり、これらが当社の株式の大量買付行為を行う

者により中長期的に確保され、向上させられるのでなければ、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益は毀損

されることになります。また、外部者である買収者からの大量買付行為の提案を受けた際には、前記事項のほか、当社

グループの有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社グループの企業価値を構成する事項等、

さまざまな事項を適切に把握した上で、当該買付が当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を判

断する必要があります。
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当社としては、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、株主の皆様が当該大量買付に応じるべきか否かにつ

いて、必要十分な情報の提供と一定の評価期間が与えられた上で、熟慮に基づいて判断できるような体制を確保するこ

とが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。

　当社取締役会は、当社株式に対する大量買付行為が行われた際に、必要かつ十分な情報や時間を確保した上で、株主

の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは必要に応じ株主の皆様のために買収者と交渉を行

うこと等を可能とすることにより、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断することを可能と

するための枠組みが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に反する大量買付行為を抑止するために必要不

可欠であり、さらには、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大量買付行為（「３.」に定義

されます。）を行う者は、例外的に当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断し、この

ような者による大量買付行為に対しては、当社が必要かつ相当な対抗をすることにより、当社グループの企業価値ひい

ては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

 
   ２.　当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別

       な取組み

 
当社は、企業価値をさらに向上させるために、研究開発投資、人材育成投資を積極的に行い、当社の企業価値の源泉

である技術開発力、コンサルティング営業力、製造販売力の一層の強化を進めます。技術開発力の強化においては、顧

客ニーズと品質管理に対応した商品開発を行っており、既存事業領域に留まらない新分野への技術開発に取り組むと同

時に、環境保全に配慮した地球に優しく安全性の高い商品・工法の開発を推進し、豊かな国土開発に貢献できる企業を

目指します。また、全国を網羅する製造販売拠点においては、新鋭設備の導入による効率化をすすめ、高品質な商品を

低コストで供給するノウハウの洗練を図ると共に、ＩＴ技術を活用した生産管理システムの構築により迅速な供給体制

を整備いたします。

　このような企業活動により、これからも当社は、「開拓者精神」を持ったジオテクノロジーのトップブランドカンパ

ニーとして様々なソリューションを通じて社会に貢献し、当社の企業価値および株主共同の利益の向上を図ってまいり

ます。

当社のコーポレート・ガバナンスの考え方は、企業価値ひいては株主共同の利益の向上のために、社会の信頼を得ら

れる企業であり続けることです。その強化の一環として、これまでに以下の施策を行ってまいりました。

　当社は、2000年に業務執行責任の強化、明確化を図るため、執行役員制度を導入いたしました。2001年６月開催の定

時株主総会において、株主の皆様に対する経営陣の責任を明確化するために、当社の取締役の任期を２年から１年に短

縮しております。当社の取締役会は、独立社外取締役１名を含む取締役６名で構成され、経営の最高意思決定機関とし

て重要事項を決定しております。また、経営執行役会においても専門性に優れる執行役員が迅速に業務執行事項を決定

しております。業務執行にあたり監査役会は、社外監査役２名を含む監査役３名で構成されており、取締役とは職責を

異にする独立機関であることを認識し、十分な経営チェックを行える体制としております。

　さらに、当社は、内部監査部門としての内部監査室によるコンプライアンスやリスク管理の状況などの定期的な監

査、会計監査人による当社の内部統制システムの適正性・有効性についての監査および子会社に対する適切な管理を行

うなど、適切な企業統治体制を確立しております。

　当社は、今後とも、より一層のコーポレート・ガバナンスの強化・充実に取り組んで参ります。
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　　３.　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されるこ

　　　　とを防止するための取組み

 
当社は、2024年５月14日開催の取締役会および2024年６月19日開催の当社第91回定時株主総会の決議に基づき、2021

年６月15日に更新した「当社株式の大量買付行為への対応策」（買収への対応方針）の内容を一部改定した上で、更新

いたしました（以下、更新後の買収への対応方針を「本プラン」といいます。）。

　本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等

の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者（以下「大量買付者」といいます。）に対し、（i）

事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、（ii）当社が当該大量買付行為についての情報収

集・検討等を行う時間を確保した上で、（iii）株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるい

は大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。かかる大量買付行為についての必要かつ十分な情報の

収集・検討等を行う時間を確保するため、大量買付者には、取締役会評価期間が経過し、かつ当社取締役会または株主

総会が対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施するか否かについて決議を行うまで大量買付行為の開始をお待ち

いただくように要請するものです。

　

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買付者が本プランに定められた手

続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対

抗措置としての新株予約権無償割当てを実施するか否か、および、対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施する

か否かについて株主総会に諮るか否かの判断については、その客観性、公正性および合理性を担保するため、当社取締

役会は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問することとします。

本プランは、以下の①ないし③のいずれかに該当しまたはその可能性がある行為がなされ、またはなされようとする

場合（以下「大量買付行為」といいます。）を適用対象とします。

 
① 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20％以上となる当該株券等の買付その他の取得

② 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20％

以上となる当該株券等の買付その他の取得

③ 当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他の株主（複数である場合を含みま

す。以下本③において同じとします。）が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為、または当該大量買

付者と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配しもしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係

を樹立する行為 （但し、当社が発行者である株券等につき当該大量買付者と当該他の株主の株券等保有割合の合計が

20%以上となるような場合に限ります。）

 
大量買付行為を行う大量買付者には、当社取締役会が不要と判断した場合を除き、大量買付行為の実行に先立ち、本

プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言を含む書面（以下「意向表明書」といいます。）を当社に対して提出して

頂きます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書（以下に定義されます。）の様式を大量

買付者に対して交付いたします。大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社株主の皆様の判断および当社取締役

会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」といいます。）等を記載した買付説明書を、当

社に提出していただきます。なお、意向表明書および買付説明書における使用言語は日本語に限ります。

次に、大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、60日間（対価を現金（円

貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他の大量買付行為の場合）の取締役

会評価期間を設定します。当社取締役会は、その判断の透明性を高めるため、大量買付行為の内容に対する当社取締役

会の意見、当社取締役会が代替案を作成した場合にはその概要、その他当社取締役会が適切と判断する事項について、

営業秘密等開示に不適切と当社取締役会が判断した情報を除き、情報開示を行います。

　独立委員会は、大量買付者および当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応じて、外部専門家等の助言を

得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評価期間内に対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施

するか否かにつき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告します。独立委員会は、その判断の透明性を高め

るため、大量買付者から提供された本必要情報、大量買付行為の内容に対する当社取締役会の意見、当社取締役会から

提出された代替案の概要その他独立委員会が適切と判断する事項について、営業秘密等開示に不適切と独立委員会が判

断した情報を除き、取締役会を通じて情報開示を行います。

　当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、取締役会評価期間内に対抗措置としての新株予約権無

償割当ての実施もしくは不実施の決議または株主総会招集の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。新株予約権無
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償割当てを実施するか否かにつき株主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最

長60日以内に当社株主総会を開催することとします。

 
 
対抗措置としての新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた１円以上の額

を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大

量買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株

予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。また、当社取締役会は、当社取締役会

または株主総会が新株予約権無償割当てを実施することを決定した後も、新株予約権無償割当ての実施が適切でないと

判断した場合には、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、新株予約権無償割当ての中止または変更を行うことがあ

ります。当社取締役会は、前述の決議を行った場合は、適時適切に情報開示をします。

　本プランの有効期間は、2024年６月19日開催の当社第91回定時株主総会の終結の時から３年以内に終了する事業年度

のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。また、取締役会は、本プランの有効期間中に独立委

員会の承認を得たうえで、本プランの内容を変更する場合があります。

なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.m-sekisan.co.jp/ir）に記載

するプレスリリースをご覧ください。

 
　　４.　具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

 
２.に記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別

な取組みは、２.に記載したとおり、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるための具体的方策であ

り、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。

　また、３.に記載した本プランも、３.に記載したとおり、企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるため

に導入されたものであり、当社の役員の地位の維持を目的とするものではなく、当社の基本方針に沿うものです。特

に、本プランは、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、新株予約権無償割当ての実施もしくは不

実施または株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会は当社の費

用で独立した第三者である外部専門家等を利用することができるとされていること、本プランの有効期間は３年であ

り、その更新については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等その内容において公正性・客観性が担

保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の

地位の維持を目的とするものではありません。
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(2) 【役員の状況】

　　①　役員一覧

　男性 10名　女性 ―名　（役員のうち女性の比率 ―％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役社長
社長経営執行役

三谷　進治 1970年12月７日生

1997年６月 当社取締役

1998年６月 当社取締役 財務部長

1999年12月 当社専務取締役

2001年12月 当社代表取締役社長(現在)

注４ 482

専務取締役
専務経営執行役
パイル・ポール
事業本部兼
技術本部担当

田中　昌郁 1960年2月13日生

1982年４月 当社入社

2003年４月 当社大阪支店長

2009年１月 当社経営執行役 大阪支店長兼四国

支店長

2011年６月 当社経営執行役 東京支店長

2013年11月 当社常務経営執行役 パイル・ポー

ル事業本部、技術本部担当

2014年６月 当社常務取締役 パイル・ポール事

業本部、技術本部担当

2018年６月 当社専務取締役 パイル・ポール事

業本部、技術本部担当（現在）

注４ 3

常務取締役
常務経営執行役
管理本部兼
砂利事業本部兼
水工資材事業本部

担当

阿部　亨 1966年２月16日生

2002年１月 当社入社　総務部長

2009年６月 当社経営執行役 総務部長

2011年６月 当社経営執行役 管理本部長

2012年６月 当社取締役 管理本部担当

2013年11月 当社取締役 パイル・ポール事業本

部北陸支社担当

2015年６月 当社取締役　管理本部、砂利事業

本部、水工資材事業本部担当    

2026年６月 当社常務取締役　管理本部、砂利

事業本部、水工資材事業本部担当

(現在)

注４ 4

取締役
相談役

三谷　聡 1962年８月28日生

1985年２月 当社取締役

1994年６月 当社取締役副社長

1994年12月 当社代表取締役社長

1998年６月 三谷商事㈱代表取締役社長(現在)

1998年６月 当社取締役相談役(現在)

注４ 196

取締役 渡辺　崇嗣 1975年８月13日生

2000年５月 ㈱駒屋 代表取締役社長(現在)

2003年６月 当社監査役

2006年６月 当社取締役(現在)

注４ 10

取締役 三谷　聡一郎 1992年11月23日生

2016年４月 富士ゼロックス㈱入社

2018年４月 三谷商事㈱入社

2018年４月 同社顧問

2018年６月 同社取締役建材事業部長 北陸地区

担当

2019年６月 同社取締役エネルギー本部 中日本

エネルギー事業部長

2020年６月 同社常務取締役財務部長

2025年６月 同社常務取締役財務部長兼コーポ

レート戦略・TQM企画本部長(現在)

2026年６月 当社取締役(現在)

注４ ―

取締役 光野　稔 1947年10月10日生

1970年４月 福井テレビジョン放送㈱入社

1999年６月 同社取締役

2003年６月 同社常務取締役

2005年６月 同社代表取締役社長

2017年６月 同社代表取締役会長

2025年６月 同社取締役相談役

2026年６月 同社常勤相談役(現在)

2026年６月 当社取締役(現在)

注４ ―
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

常勤監査役 佐々木　進一 1969年12月28日生

2019年10月 三谷商事㈱　情報・パッケージビ

ジネス推進部　広域営業担当部長

2023年６月 当社常勤監査役(現在)

注５ ―

監査役 田中　和夫 1949年8月17日生

1973年３月 当社入社

1991年４月 当社技術部長

1996年６月 当社取締役

2002年６月 当社技術本部　常務執行役員

2007年６月 当社監査役(現在)

注５ 23

監査役 山本　克典 1952年９月13日生

1975年４月 三谷商事㈱入社

1999年４月 同社財務部長

2001年６月 同社執行役員財務部長

2006年６月 同社常務執行役員財務部長

2012年６月 同社常務取締役財務担当

2020年６月 同社監査役

2025年６月 当社監査役(現在)

注６ 0

計 720
 

 

(注) １.　取締役　三谷聡及び渡辺崇嗣は、代表取締役社長三谷進治の二親等内の親族であります。

　　 ２.　取締役　光野稔は、社外取締役であります。

３.　監査役　佐々木進一及び山本克典は、社外監査役であります。

４.　取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の

　　 時までであります。

５.　常勤監査役　佐々木進一、監査役　田中和夫の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から　

　　 2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６.　監査役　山本克典の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主

　　 総会終結の時までであります。

７.　当社では、企業経営の意思決定をより迅速かつ的確に行えるよう、業務執行を分担し、業務執行責任の強

　　 化、明確化を図るため、執行役員制度を導入しており、2004年６月より執行役員を経営執行役と呼称して

　　 おります。また、2013年11月より経営執行役の役付の呼称を変更しております。なお、上記の取締役を兼

　　 務する経営執行役のほか専任の経営執行役が６名おり、その地位、担当及び氏名は次のとおりでありま

    す。

 

地位 担当 氏名

常務経営執行役 パイル・ポール事業本部関東支社 西　畠　正　泰

常務経営執行役 施工本部 木　谷　好　伸

常務経営執行役 パイル・ポール事業本部中四国支社兼九州支社 近　藤　　　康

経営執行役 セキサンピーシー㈱ 大　森　保　明

経営執行役 パイル・ポール事業本部関西支社兼北陸支社 浅　野　達　巳

経営執行役 パイル・ポール事業本部ポール部 塙　　　裕　彦

 

 

　　②　社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は、光野稔氏の１名であります。光野稔氏は、福井テレビジョン放送株式会社の常勤相談

役であります。当社と同社は当事業年度において取引はありませんでした。

また、当社の社外監査役は、佐々木進一氏及び山本克典氏の２名であります。常勤監査役の佐々木進一氏と

は現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2023年６月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のそ

の他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。山本克典氏とは

現在取引関係、その他利害関係はありませんが、同氏が2024年６月まで在籍していた三谷商事㈱は当社のその

他の関係会社に該当し、当社及び当社の連結子会社と資本的関係及び取引関係があります。
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社外取締役及び社外監査役の選任に関しては独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、独立

した立場から経営に関する助言、チェック体制の強化等を図ることを主たる目的として選任しております。

また、社外監査役は、他の監査役と共に内部監査室及び会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行うこと

で、監査の充実を図っております。

 
(3) 【監査の状況】

　　①　監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役３名（うち２名は社外監査役）が取締役会その他重要な会議に出席する

ほか、重要な決裁書類等を閲覧し、本店、事業所及び子会社の財産の状況を把握し、必要に応じて報告を求め

るなど、取締役の職務執行を十分監視できる体制をとっております。

当事業年度において、当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり

であります。

常勤監査役である佐々木進一氏は12回全てに出席し、監査役として専門的見地から主にリスク管理やコンプ

ライアンスについて発言を行っております。田中和夫氏は11回出席し、監査役就任以前に当社に勤務した経

験・知識を踏まえ、発言を行っております。山本克典氏は10回出席し、監査役として専門的見地から主にリス

ク管理やコンプライアンスについて発言を行っております。

監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針・監査計画、会計監査人の監査の方法及び結果の相

当性等であります。また、常勤の監査役の活動として、取締役会、経営執行役会等の重要な会議に出席し、監

査の実効性の確保に努めております。さらに、会計監査人及び内部監査室とも適宜連携をとり、監査の実効性

を確保しております。

 
　　②　内部監査の状況

当社における内部監査は、社長直属の監査室による内部監査を実施し、自発的な内部統制のチェック機能を

強化しております。

内部監査室は、財務数値の正確性の確保、コンプライアンスの充実、業務効率の増進を目的として内部監査

を実施しております。内部監査室は内部監査報告書を作成し、社長・被監査部門長・管理部門に報告し、改善

指摘事項がある場合、改善状況を確認します。なお、取締役会に直接報告を行う仕組みはありません。

内部監査室、監査役及び会計監査人は随時情報の交換を行い、連携を強化しております。

 
　　③　会計監査の状況

　　　 a.　監査法人の名称

　　　　　太陽有限責任監査法人

 
　　　 b.　継続監査期間

　　　　　48年間

 
　　　 c.　業務を執行した公認会計士

　　　　　指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　和田　磨紀郎

　　　　　指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　南波　洋行

 
　　　 d.　監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、その他８名であります。

 
　　　 e.　監査法人の選定方針と理由

当社の監査法人の選定理由は、独立性及び品質管理体制等を含め、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われ

ることを確保する体制を有していると総合的に判断したためであります。

監査役会は、監査法人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合に、監査法人の

解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、監査法人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査

役全員の同意に基づき監査役会が監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任

後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 
　　　 f.　監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会として、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査の実施状況等の報告を受け

るとともに、財務部門、内部監査部門において行った検討の結果も勘案し、太陽有限責任監査法人を再任する
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ことは妥当と判断しました。

 
　　④　監査報酬の内容等

　　　 a.　監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

監査証明業務に
基づく報酬(百万円)

非監査業務に
基づく報酬(百万円)

提出会社 26 ― 26 ―

連結子会社 ― ― ― ―

計 26 ― 26 ―
 

（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬

　　　の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、報酬等の額にはこれらの合計金額を記載しております。

 
　　　 b.　監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（a.を除く）

該当事項はありません。

 
　　　 c.　その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 
　　　 d.　監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等

の要素を勘案し決定しております。

 
　　　 e.　監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会が会社法第399条第１項の同意をした理由は、監査の有効性と効率性に配慮されており、監

査報酬の水準は適切と判断したためであります。

 
(4) 【役員の報酬等】

　　①　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会で決定しており、業務執行取締役の報酬

は、非金銭報酬である社宅（社宅賃貸料と社宅使用料との差額合計額は最大で年額４百万円）を除き、全て基

本報酬としております。監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみとしておりま

す。

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬及び退職慰労金とし、固定報酬については業績と役位、職責、在任年

数などの貢献度合を基本に、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するもの

としております。退職慰労金については、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で、取締役の退職時

に、株主総会の承認後に贈呈するものとしております。

取締役の固定報酬限度額は、2008年６月19日開催の第75回定時株主総会において月額40百万円以内と決議さ

れております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は

８名（うち社外取締役は１名）です。また、2012年６月14日開催の第79回定時株主総会において、非金銭報酬

として、社外取締役を除く取締役に対して社宅を提供し、社宅賃貸料と取締役から徴収する社宅使用料との差

額合計額を年額４百万円以内とすることが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取

締役を除く）の員数は６名です。

監査役の報酬限度額は、1982年２月26日開催の第48回定時株主総会において月額２百万円以内と決議してお

ります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は２名です。

なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額については、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長

三谷進治が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の固定報

酬の額であります。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価

を行うには代表取締役が最も適しているからであります。固定報酬の具体的な金額は、株主総会で定められた

報酬限度額の範囲内において、代表取締役は権限が適切に行使されるよう業績と役位、職責、在任年数などの

貢献度合を基本に、他社水準、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定していることか
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ら、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

また、当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は社外取締役を除く取締役及び監査役に対し、自宅

とは離れた場所に住まざるを得ない場合に限り、所定の使用料を徴収した上で、借上社宅を提供することとし

ております。借上社宅は一般標準的なものとし、社宅賃貸料と社宅使用料との差額合計額は年額４百万円以内

としております。

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 33/102



 

 
　　②　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動
報酬

退職慰労金
非金銭
報酬等

取締役
（社外取締役を除く）

216 192 ― 22 1 5

監査役
（社外監査役を除く）

3 2 ― 0 ― 1

社外役員 19 17 ― 2 ― 3
 

　（注）１.　退職慰労金は、役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労金であります。

　 ２.　取締役（社外取締役を除く）に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、借上げ社宅の提供１百万円であり

　　　 ます。

 

　　③　役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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(5) 【株式の保有状況】

①　投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式はありません。

純投資目的以外の目的である投資株式については、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する

と判断される場合に、取引先等の株式を保有する方針です。

 
②　保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

ａ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、企業の拡大・持続的発展のためには、様々な企業との協力関係が不可欠であると考え、当社の企業

価値を向上させるための中長期的な観点から、重要な協力関係にある企業との戦略上の結びつきや、取引先と

の事業上の協力関係等を総合的に勘案し、政策的に必要とする株式については保有することとしております。

この方針の下、毎期経営執行役会議等にて個別銘柄ごとに保有目的の他、取引状況等の経済合理性を検証し、

保有の適否を判断しております。

この結果、当事業年度は全ての銘柄について保有の妥当性があることを確認しております。

なお、今後の情勢の変化により、保有価値が失われた銘柄については、売却等による縮減を進めてまいりま

す。

 
ｂ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 
銘柄数
(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(百万円)

非上場株式 15 385

非上場株式以外の株式 26 524
 

 
（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式 ― ― ―

非上場株式以外の株式 7 6
取引先持株会に加入及び当社グループ
の関連業界の情報収集・動向調査のた
め

 

 
（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額(百万円)

非上場株式 1 1

非上場株式以外の株式 6 4
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ｃ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 
特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

清水建設㈱

67,536 66,635
当社グループは同社と取引があり、主に
建築工事に係る取引関係の維持・強化を
目的として保有しています。当社は同社
の取引先持株会に加入しており、毎期定
額拠出を行っていることから株数が増加
しております。

無

187 88

㈱ほくほくフィナン
シャルグループ

20,000 20,000 当社グループは同社と取引があり、資金
調達等の取引関係の維持・強化を目的と
しております。

有
116 51

三井住友トラストグ
ループ㈱

15,368 15,368 当社グループは同社と取引があり、資金
調達等の取引関係の維持・強化を目的と
して保有しています。

有
75 57

徳倉建設㈱

7,195 6,977
当社グループは同社と取引があり、主に
建築工事に係る取引関係の維持・強化を
目的として保有しています。当社は同社
の取引先持株会に加入しており、毎期定
額拠出を行っていることから株数が増加
しております。

無

51 33

飛島ホールディングス
㈱

11,441 10,709
当社グループは同社と取引があり、主に
建築工事に係る取引関係の維持・強化を
目的として保有しています。当社は同社
の取引先持株会に加入しており、毎期定
額拠出を行っていることから株数が増加
しております。

無

23 17

㈱上組

3,078 2,904
当社グループは同社と取引があり、建築
資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。当社は同
社の取引先持株会に加入しており、毎期
定額拠出を行っていることから株数が増
加しております。

無

16 10

第一生命ホールディン
グス㈱

10,000 10,000 当社グループは同社と取引があり、保険
契約等に係る取引関係の維持・強化を目
的として保有しています。

有
14 11

松井建設㈱

5,282 4,841
当社グループは同社と取引があり、主に
建築工事に係る取引関係の維持・強化を
目的として保有しています。当社は同社
の取引先持株会に加入しており、毎期定
額拠出を行っていることから株数が増加
しております。

無

8 4

東急建設㈱

5,940 5,471
当社グループは同社と取引があり、主に
建築工事に係る取引関係の維持・強化を
目的として保有しています。当社は同社
の取引先持株会に加入しており、毎期定
額拠出を行っていることから株数が増加
しております。

無

8 4

三菱マテリアル㈱
1,275 1,275 当社グループは同社と取引があり、建築

資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

有
6 3

日本ヒューム㈱
4,000 2,000 当社と同業である同社の情報収集・動向

調査を目的として保有しております。株
式分割により株数が増加しております。

無
4 4

アジアパイルホール
ディングス㈱

2,376 2,376 当社と同業である同社の情報収集・動向
調査を目的として保有しています。

無
3 2

三谷産業㈱
2,420 2,420 当社グループは同社と取引があり、建築

資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

無
1 0

トヨタ自動車㈱
500 500 当社グループの関連業界の情報収集・動

向調査を目的として保有しております。
無

1 1

ショーボンドホール
ディングス㈱

800 200 当社グループの関連業界の情報収集・動
向調査を目的として保有しております。
株式分割により株数が増加しておりま
す。

無
1 0

東京電力ホールディン
グス㈱

1,030 1,030 当社グループは同社と取引があり、建築
資材販売等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

無
0 0

ＴＲＥホールディング
ス㈱

372 372 当社グループの関連業界の情報収集・動
向調査を目的として保有しています。

無
0 0
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株) 株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

㈱ダイセキ
120 120 当社グループの関連業界の情報収集・動

向調査を目的として保有しています。
無

0 0

大栄環境㈱
100 ― 当社グループの関連業界の情報収集・動

向調査を目的として当連結会計年度より
保有しています。

無
0 ―

㈱ミダックホールディ
ングス

200 200 当社グループの関連業界の情報収集・動
向調査を目的として保有しています。

無
0 0

住友大阪セメント㈱
100 100 当社グループは同社と取引があり、建築

資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

有
0 0

太平洋セメント㈱
100 100 当社グループは同社と取引があり、建築

資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

無
0 0

日本コンクリート工業
㈱

1,000 1,000 当社と同業である同社の情報収集・動向
調査を目的として保有しています。

有
0 0

㈱ベルテクスコーポ
レーション

120 60 当社と同業である同社の情報収集・動向
調査を目的として保有しております。株
式分割により株数が増加しております。

無
0 0

高周波熱錬㈱
100 10,000 当社グループは同社と取引があり、建築

資材調達等に係る取引関係の維持・強化
を目的として保有しています。

無
0 9

ジャパン・ホテル・
リート投資法人

1 1 当社グループの関連業界の情報収集・動
向調査を目的として保有しています。

無
0 0

 

（注）１.　定量的な保有効果につきましては記載が困難であるため、定性的な観点から判断した保有効果を記載してお

　　　　　 ります。

みなし保有株式

　該当事項はありません。

 

 
③　保有目的が純投資目的である投資株式

　　該当事項はありません。

 

 
④　当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

　　該当事項はありません。

 

 
⑤　当事業年度の前４事業年度及び当事業年度に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から

　純投資目的に変更したもの

　　該当事項はありません。
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５ 【従業員の状況等】

(1) 【人材戦略に関する基本方針等】

 ① 企業戦略と関連付けた人材戦略

当社グループは、「第２　事業の状況　２　サステナビリティに関する考え方及び取組　(2)　戦略　」に基づ

き、人材を重要な経営資本と位置付けております。

人材戦略としては、新卒採用およびキャリア採用を継続的に実施することで専門人材の確保を図るとともに、能

力・安全品質の基盤となる人材育成を推進しております。具体的には、コンプライアンスの徹底に向けて定期的に

ハラスメント研修を含む各種研修を実施しております。さらに、ナレッジ管理ツール（NotePM）を活用した技術情

報や業務ノウハウの共有・蓄積を通じ、社内における学びを支援し、業務遂行力の向上および技術継承の促進に取

り組んでおります。

 
   ② 従業員給与等の決定方針

従業員の給与・報酬については、職務内容、成果および業績評価等を総合的に勘案して決定しております。目標

面接制度を通じた適正な評価を実施するとともに、評価結果を賞与へ反映するなど、成果に応じた処遇体系の構築

に取り組んでおります。また、市場動向を踏まえて決定する定期昇給およびベースアップを継続的に実施すること

で、従業員の処遇向上および安定的な賃金水準の向上に努めております。

 

(2) 【従業員の状況】

　① 連結会社の状況

2026年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数(名)

コンクリート二次製品関連事業 657(208)

情報関連事業 164(11)

その他事業 256(207)

全社(共通) 18(3)

合計 1,095(429)
 

(注) １.　従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ

　　　　　の出向者を含む。)であり、括弧内は臨時従業員数を外書しております。

２.　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約社員を含み、派遣社員を除いております。

 

　② 提出会社の状況

2026年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)
平均年間給与の対前
事業年度増減率(％)

359 (90) 40.06 11.00 6,997 4.39
 

 

セグメントの名称 従業員数(名)

コンクリート二次製品関連事業 341(87)

全社(共通) 18(3)

合計
359(90)

 

(注) １.　従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む。）であり、

　　　　　括弧内は臨時従業員数を外書しております。

２.　臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約社員を含み、派遣社員を除いております。

３.　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。
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(4) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

　　①　提出会社

当事業年度

管理職に
占める
女性労働者
の割合(％)
(注1)

男性労働者の
育児休業
取得率(％)
(注2)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注1)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

0.0 50.0 61.9 72.8 63.7
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

    定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平

    成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３.　労働者の男女の賃金の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金割合を示しております。なお、

    同一労働の賃金に差はなく、職階別人員構成の差によるものであります。

 
　　②　連結子会社

当事業年度

名称

管理職に
占める
女性労働者
の割合(％)
(注1)

男性労働者の
育児休業取得率(％)

労働者の男女の
賃金の差異(％)(注1)

全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

 全労働者
正規雇用
労働者

パート・
有期労働者

セキサン
ピーシー㈱

0.0 50.0 50.0 0.0 (注1) 66.1 65.4 78.4

福井システ
ムズ㈱

4.0 ― ― ― (注1) 74.5 73.2 74.5

㈱トスマ
ク・アイ

0.0 50.0 50.0 0.0 (注1,2) 50.9 78.7 52.0
 

(注) １．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

　　２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

　　　　 定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平

        成３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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第５ 【経理の状況】

 

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度(2025年４月１日から2026年３月31日ま

で)の連結財務諸表及び事業年度(2025年４月１日から2026年３月31日まで)の財務諸表について、太陽有限責任監査法

人により監査を受けております。

 
３　連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法

人財務会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 44,091 47,931

  受取手形 3,245 3,750

  売掛金 10,438 10,331

  契約資産 5,968 8,780

  電子記録債権 3,291 4,158

  商品及び製品 4,199 4,232

  仕掛品 27 16

  原材料及び貯蔵品 1,082 1,251

  前払費用 52 55

  短期貸付金 30 42

  未収入金 122 47

  その他 333 358

  貸倒引当金 △0 △1

  流動資産合計 72,884 80,956

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 3,877 4,063

   機械装置及び運搬具（純額） 4,492 4,831

   工具、器具及び備品（純額） 1,465 1,821

   土地 6,465 6,537

   建設仮勘定 1,416 3,371

   その他（純額） 258 207

   有形固定資産合計 ※2,※3  17,977 ※2,※3  20,832

  無形固定資産   

   ソフトウエア 652 773

   その他 209 149

   無形固定資産合計 862 923

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※1  31,563 ※1  36,866

   長期貸付金 257 227

   差入保証金 340 355

   長期前払費用 42 38

   繰延税金資産 773 607

   その他 717 671

   貸倒引当金 △183 △183

   投資その他の資産合計 33,510 38,583

  固定資産合計 52,350 60,339

 資産合計 125,234 141,295
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 7,564 6,455

  電子記録債務 6,774 6,826

  短期借入金 66 66

  リース債務 202 225

  未払金 3,528 4,047

  未払費用 1,891 1,865

  未払消費税等 510 921

  未払法人税等 2,556 3,772

  工事損失引当金 4 64

  保証工事引当金 34 18

  その他 ※4  1,237 ※4  1,725

  流動負債合計 24,370 25,989

 固定負債   

  長期借入金 120 54

  長期預り保証金 250 213

  リース債務 533 502

  繰延税金負債 7,245 8,784

  役員退職慰労引当金 681 674

  退職給付に係る負債 1,222 1,064

  保証工事引当金 80 77

  固定資産解体費用引当金 ― 49

  その他 187 182

  固定負債合計 10,322 11,602

 負債合計 34,692 37,592

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,146 2,146

  資本剰余金 91 94

  利益剰余金 77,530 88,364

  自己株式 △6,837 △8,270

  株主資本合計 72,930 82,334

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 15,650 19,264

  その他の包括利益累計額合計 15,650 19,264

 非支配株主持分 1,961 2,103

 純資産合計 90,542 103,702

負債純資産合計 125,234 141,295
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※1  87,765 ※1  99,854

売上原価 ※6  67,104 ※6  75,169

売上総利益 20,661 24,684

販売費及び一般管理費 ※2,※3  6,768 ※2,※3  7,085

営業利益 13,892 17,598

営業外収益   

 受取利息及び配当金 1,015 1,258

 その他 166 162

 営業外収益合計 1,181 1,420

営業外費用   

 支払利息 3 6

 操業休止費用 40 22

 撤去費用 25 4

 設備復旧費用 23 26

 棚卸資産除却損 5 13

 その他 27 22

 営業外費用合計 126 96

経常利益 14,948 18,923

特別利益   

 固定資産売却益 ※4  26 ※4  49

 子会社株式売却益 ― 850

 投資有価証券売却益 ― 227

 その他 2 30

 特別利益合計 29 1,158

特別損失   

 固定資産除売却損 ※5  11 ※5  33

 固定資産解体費用引当金繰入額 ― 49

 廃棄処分損 ― 42

 固定資産圧縮損 ― 30

 損害賠償金 6 1

 その他 1 0

 特別損失合計 18 157

税金等調整前当期純利益 14,959 19,923

法人税、住民税及び事業税 4,634 6,042

法人税等調整額 △65 △111

法人税等合計 4,568 5,931

当期純利益 10,390 13,992

非支配株主に帰属する当期純利益 215 209

親会社株主に帰属する当期純利益 10,175 13,782
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【連結包括利益計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

当期純利益 10,390 13,992

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 781 3,623

 その他の包括利益合計 ※1  781 ※1  3,623

包括利益 11,171 17,616

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 10,954 17,396

 非支配株主に係る包括利益 217 219
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③【連結株主資本等変動計算書】

 前連結会計年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,146 2,259 75,308 △11,606 68,107

当期変動額      

剰余金の配当   △2,121  △2,121

親会社株主に帰属する

当期純利益
  10,175  10,175

自己株式の取得    △3,231 △3,231

自己株式の消却  △8,000  8,000 ―

利益剰余金から資本剰

余金への振替
 5,832 △5,832  ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    ―

当期変動額合計 ― △2,167 2,221 4,768 4,822

当期末残高 2,146 91 77,530 △6,837 72,930
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 14,870 14,870 1,759 84,737

当期変動額     

剰余金の配当    △2,121

親会社株主に帰属する

当期純利益
   10,175

自己株式の取得    △3,231

自己株式の消却    ―

利益剰余金から資本剰

余金への振替
   ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
779 779 202 981

当期変動額合計 779 779 202 5,804

当期末残高 15,650 15,650 1,961 90,542
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 当連結会計年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,146 91 77,530 △6,837 72,930

当期変動額      

剰余金の配当   △2,949  △2,949

親会社株主に帰属する

当期純利益
  13,782  13,782

自己株式の取得    △1,432 △1,432

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
 3   3

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    ―

当期変動額合計 ― 3 10,833 △1,432 9,404

当期末残高 2,146 94 88,364 △8,270 82,334
 

 

 
その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金

その他の包括利益

累計額合計

当期首残高 15,650 15,650 1,961 90,542

当期変動額     

剰余金の配当    △2,949

親会社株主に帰属する

当期純利益
   13,782

自己株式の取得    △1,432

非支配株主との取引に

係る親会社の持分変動
   3

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
3,613 3,613 142 3,756

当期変動額合計 3,613 3,613 142 13,160

当期末残高 19,264 19,264 2,103 103,702
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前連結会計年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前当期純利益 14,959 19,923

 減価償却費 2,887 3,294

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 173 1

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 46 35

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 28 84

 工事損失引当金の増減額（△は減少） △9 60

 保証工事引当金の増減額（△は減少） △2 △18

 災害復旧引当金の増減額（△は減少） △30 ―

 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） ― 49

 受取利息及び受取配当金 △1,015 △1,258

 子会社株式売却損益（△は益） ― △850

 投資有価証券売却損益（△は益） ― △227

 支払利息 3 6

 固定資産除売却損益（△は益） △15 △15

 売上債権の増減額（△は増加） 2,840 △4,585

 棚卸資産の増減額（△は増加） △863 △266

 その他の資産の増減額（△は増加） 118 173

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,228 △17

 その他 108 579

 小計 17,001 16,968

 利息及び配当金の受取額 1,015 1,258

 利息の支払額 △3 △6

 法人税等の支払額 △4,643 △4,889

 営業活動によるキャッシュ・フロー 13,370 13,330

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の増減額（△は増加） △89 ―

 投資有価証券の取得による支出 △6 △8

 投資有価証券の売却による収入 ― 234

 有形固定資産の取得による支出 △4,841 △5,354

 有形固定資産の売却による収入 36 57

 
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

― ※2  686

 その他 △444 △369

 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,347 △4,753

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入金の返済による支出 △66 △66

 リース債務の返済による支出 △182 △220

 自己株式の取得による支出 △3,231 △1,432

 配当金の支払額 △2,121 △2,949

 非支配株主への配当金の支払額 △14 △57

 
連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に
よる支出

― △11

 財務活動によるキャッシュ・フロー △5,615 △4,736

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,406 3,840

現金及び現金同等物の期首残高 40,412 42,819

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  42,819 ※1  46,659
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【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

　(1) 連結子会社の数　19社

連結子会社名は、「第１　企業の概況　４　関係会社の状況」に記載の他、９社あります。

主要な連結子会社の名称

　滋賀セキサン㈱、東京セキサン㈱、セキサンピーシー㈱、㈱福井リサイクルセンター、

 浦和スプリングレーンズ、福井システムズ㈱及び㈱トスマク・アイであります。

 ゲイトウェイ・コンピュータ㈱については、当連結会計年度において、全保有株式を譲渡したことにより、

 連結の範囲から除外しております。

 
　(2) 主要な非連結子会社名

㈱ホンダベルノ福井

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社１社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

 
２　持分法の適用に関する事項

　(1) 持分法適用会社は、ありません。

 
　(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

㈱ホンダベルノ福井　　他３社

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

 
３　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

 
４　会計方針に関する事項

　(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

　その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 
②　棚卸資産

　通常の販売目的で保有する棚卸資産

　主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 
　(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取

得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。ただし、原石山については生産高比例

法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　10年～50年

機械装置及び運搬具　４年～９年

また、2007年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によっております。

 
 

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しており
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ます。

 
③　リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は５年です。

 
　(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 
②　役員退職慰労引当金

役員及び経営執行役の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

 
③　工事損失引当金

連結会計年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失

見込額を計上しております。

 
④　保証工事引当金

原材料採取地を原状復帰するために将来発生する費用について、連結会計年度末における費用見込額を計上し

ております。

 
　　⑤　固定資産解体費用引当金

　　　　固定資産の解体に伴う支出に備えるため、将来発生すると見込まれる見込額を計上しております。

 
　(4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 
　(5) 重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

顧客との契約について、以下の５ステップアプローチに基づき、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転

した時点で当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する。

ステップ２：契約における履行義務を識別する。

ステップ３：取引価格を算定する。

ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

 
①　コンクリート二次製品関連

コンクリート二次製品関連においては、主にコンクリートパイル製品の販売及び請負工事を行っておりま

す。コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行

義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。当該工事契約における履行義務の性

質を考慮した結果、原価の発生が工事の進捗度を適切に表すと判断しているため、履行義務の充足に係る進

捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）によっております。

 
②　情報関連

情報関連においては、主にコンピュータ周辺装置等の販売、ソフトウエアの受託製作を行っております。

製品の販売については、顧客に引き渡した時点又は顧客が検収した時点で収益を認識しております。

ソフトウエアの受託製作については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充

足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。当該ソフトウエアの受託製作における履行義務の性質を

考慮した結果、原価の発生が受託製作の進捗度を適切に表すと判断しているため、履行義務の充足に係る進

捗度の見積りの方法は、見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）によっております。進捗度の

測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が予想される原価の総額に占める割合に基づいて行ってお

ります。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく

短いソフトウエアの受託製作については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完

全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
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③　その他

その他においては、主に一般廃棄物や産業廃棄物の収集運搬、資源再生販売、ビジネスホテルの運営を

行っております。このような製品の販売及びサービスの提供については、顧客に引き渡した時点又は顧客が

検収した時点で収益を認識しております。

 
　(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手元現金、要求払預金、預け金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

 
(重要な会計上の見積り)

１　一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

　(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      （単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

契約資産（コンクリート二次製品関連） 5,874 8,727

契約資産（情報関連） 94 52

契約資産　合計 5,968 8,780
 

 
 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　 コンクリートパイル製品の販売と請負工事を単一の履行義務として識別したうえで、契約における履行義務を充

足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識しております。

　　　　履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法として見積総原価に対する実際原価の割合（インプット法）を適用

しております。見積総原価のうちコンクリートパイルの請負工事に係る工事原価の見積りは、工事の進行過程にお

ける設計内容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工程作業の逼迫等により工期の遅延が生じること

で見直しが必要になることがあります。また、追加工事・変更工事の発生に従い工事収益の見積りの見直しが必要

となる場合があるものの、顧客との契約内容の変更交渉に一定の期間を要することがあります。そのため、工事完

了までの工事原価及び工事収益の見積りを継続的に見直しております。

 
２　工事損失引当金に係る会計上の見積り

 (1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

工事損失引当金 4 64
 

 
 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　 見積総原価が収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、超過

すると見込まれる額のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を工事損失が見込まれ

た連結会計年度の損失として処理し、工事損失引当金を計上しております。
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(未適用の会計基準等)

　１.リースに関する会計基準等

　　・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日）

　　・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日）

　　ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

 
　　（1）概要

　　　　 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

 
　　（2）適用予定日

　　　　 2028年３月期の期首より適用予定であります。

 
　　（3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。

 
　２.後発事象に関する会計基準等

　　・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準委

　員会）

 
　（1）概要

「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準を設

定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実務指針第１

号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して企業会計に、財

務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示について定めたもので

あります。

 
 （2）適用予定日

　　 2028年３月期の期首より適用予定であります。

 
(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「棚卸資産除却損」は、金額的重要性が

増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年

度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた５百万円

は、「棚卸資産除却損」に組み替えております。

また、前連結会計年度において、「営業外費用」の「売上割引」、「寄付金」を独立掲記しておりましたが、

金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては、「その他」に含めて表示しております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」に表示していた「売上割引」４百万

円、「寄付金」８百万円は、「その他」13百万円に組み替えております。
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(連結貸借対照表関係)

 

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

投資有価証券（株式） 351百万円 332百万円
 

 

※２　有形固定資産の減価償却累計額

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

 41,913百万円 43,869百万円
 

 

※３　圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま

す。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

圧縮記帳額 154百万円  185百万円

（うち、建物及び構築物） 4　〃  8　〃

（うち、機械装置及び運搬具） 149　〃  175　〃

（うち、工具、器具及び備品） 0　〃  0　〃
 

 

※４　その他のうち、契約負債の金額は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度
(2025年３月31日)

当連結会計年度
(2026年３月31日)

契約負債 456百万円 468百万円
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(連結損益計算書関係)

 

※１　顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との

契約から生じる収益の金額は、連結財務諸表「注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」に記載しており

ます。

 
※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

役員報酬及び給与手当賞与 3,080百万円 3,116百万円

福利厚生費 684 〃 687 〃

貸倒引当金繰入 173 〃 1 〃

退職給付費用 112 〃 105 〃

役員退職慰労引当金繰入 46 〃 49 〃
 

 
※３　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

一般管理費 544百万円 740百万円
 

 
※４　固定資産売却益の内訳

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

機械装置及び運搬具 6百万円 31百万円

土地 ― 〃 17　〃

その他 20　〃 ―　〃

合計 26百万円 49百万円
 

 
※５　固定資産除売却損の内訳

①　固定資産売却損

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

機械装置及び運搬具 3百万円 4百万円
 

 
②　固定資産除却損

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

建物及び構築物 0百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 2　〃 0　〃

工具、器具及び備品 4　〃 23　〃

その他 0　〃 4　〃

合計 7百万円 28百万円
 

 
※６　売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額は、次のとおりであります。

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

工事損失引当金繰入額 4百万円 64百万円
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(連結包括利益計算書関係)

 

※１　その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

その他有価証券評価差額金     

　当期発生額 1,433百万円 5,337百万円

　組替調整額 ―　〃 △16　〃

　　法人税等及び税効果調整前 1,433百万円 5,321百万円

　　法人税等及び税効果額 △652　〃 △1,697　〃

　　その他有価証券評価差額金 781百万円 3,623百万円

　　　　その他の包括利益合計 781百万円 3,623百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

 

前連結会計年度(自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 24,986,599 ― 4,000,000 20,986,599
 

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 6,689,739 544,814 4,000,000 3,234,553
 

　
（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

 2024年２月14日の取締役会の決議による自己株式の取得　　     20,800株

 2024年12月12日の取締役会の決議による自己株式の取得　　    411,800株

 2025年２月14日の取締役会の決議による自己株式の取得　　    112,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　  214株

 
　減少数の主な内訳は、次の通りであります。

　2024年12月12日の取締役会の決議による自己株式の消却　　　 4,000,000

株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2024年６月19日
定時株主総会

普通株式 1,116 61.00 　2024年３月31日 　2024年６月20日

2024年11月12日
 取締役会

普通株式 1,005 55.00 　2024年９月30日 　2024年12月16日
 

 
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

 2025年６月18日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,526 86.00 2025年３月31日 2025年６月19日
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当連結会計年度(自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 20,986,599 ― ― 20,986,599
 

（注）　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、発行済株式数

　　　　については株式分割前の株式数を基準としております。

 
２　自己株式に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,234,553 189,016 ― 3,423,569
 

　
（変動事由の概要）

　増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

 2025年５月14日の取締役会の決議による自己株式の取得　　    189,000株

　単元未満株式の買取りによる増加　　　　　　　　　　　　　　　   16株

（注）　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、自己株式数

　　　 については株式分割前の株式数を基準としております。

 
３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2025年６月18日
定時株主総会

普通株式 1,526 86.00 　2025年３月31日 　2025年６月19日

2025年11月12日
 取締役会

普通株式 1,422 81.00 　2025年９月30日 　2025年12月15日
 

 
　(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

 2026年６月24日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,107 120.00 2026年３月31日 2026年６月25日
 

（注）　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っておりますが、１株当たり

　　　　配当額については株式分割前の株式数を基準としております。
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

 ※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

現金及び預金勘定 44,091百万円 47,931百万円

預け金（流動資産「その他」） 69　〃 69　〃

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△1,342　〃 △1,342　〃

現金及び現金同等物 42,819百万円 46,659百万円
 

 
※２　当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

　　　株式の売却によりゲイトウェイ・コンピュータ株式会社が連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産

　　　及び負債の内訳は次の通りであります。

　　　　流動資産　　　　　　　　　　1,059百万円

　　　　固定資産　　　　　　　　　　 177百万円

　　　　資産合計　　　　　　　　　　1,237百万円

　　　　流動負債　　　　　　　　　　　640百万円

　　　　固定負債　　　　　　　　　　　285百万円

　　　　負債合計　　　　　　　　　　 925百万円

 
(リース取引関係)

 

　１　ファイナンス・リース取引

　　（借主側）

　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

有形固定資産　主として、工場における建設用機械（機械装置及び運搬具）等であります。

 

②　リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

 

　２　オペレーティング・リース取引

　　（借主側）

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

１年内 19 3

１年超 1 5

合計 20 9
 

 

　３　転リース取引に該当し、かつ、利息相当額控除前の金額で連結貸借対照表に計上している額

　　（1）リース債権及びリース投資資産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

流動資産 188 218

投資その他の資産 510 464
 

 
 
　　（2）リース債務
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 
前連結会計年度
（2025年３月31日）

当連結会計年度
（2026年３月31日）

流動負債 188 218

固定負債 510 464
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(金融商品関係)

 

１　金融商品の状況に関する事項

　(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、それぞれの事業の設備投資計画に照らして、必要な資金(銀行借入)を調達しております。一時

的な余資は、安全性の高い金融資産で運用しております。また、短期的な運転資金を、銀行借入により調達してお

ります。

 

　(2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である売掛金、受取手形及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。

　投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金、未払金、支払手形及び電子記録債務は、ほとんどが５ヶ月以内の支払期日であります。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたもの

であり、償還日は決算日後、最長で５年後であります。

 

　(3) 金融商品に係るリスク管理体制

　　①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、取引先ごとに信用調査を行った上で与信枠の決定を行っており、財務状況等

の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても当社の規程に準じて、同

様の管理を行っております。

 

　　②　市場リスクの管理

投資有価証券については、安全性の高い上場株式が大半を占めておりますが、定期的に時価を把握しつつ、

発行体（取引先企業）の財務状況等の把握にも努めております。

 

　　③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作

成するなどの方法により管理しております。

 

　(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することもあります。
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２　金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
　　前連結会計年度（2025年３月31日）

  
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

（1） 受取手形 3,245 3,245 ―

（2） 売掛金 10,438 10,438 ―

（3） 電子記録債権 3,291 3,291 ―

（4） 投資有価証券    

 その他有価証券 31,077 31,077 ―

資産計 48,053 48,053 ―

（1） 支払手形及び買掛金 7,564 7,564 ―

（2） 電子記録債務 6,774 6,774 ―

（3） 未払金 3,528 3,528 ―

負債計 17,866 17,866 ―
 

(*1)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

(*2)　市場価格のない株式等は、「（4）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 前連結会計年度（百万円）

非上場株式 485
 

 
　　当連結会計年度（2026年３月31日）

  
連結貸借対照表計上額

（百万円）
時価

（百万円）
差額

（百万円）

（1） 受取手形 3,750 3,750 ―

（2） 売掛金 10,331 10,331 ―

（3） 電子記録債権 4,158 4,158 ―

（4） 投資有価証券    

 その他有価証券 36,401 36,401 ―

資産計 54,642 54,642 ―

（1） 支払手形及び買掛金 6,455 6,455 ―

（2） 電子記録債務 6,826 6,826 ―

（3） 未払金 4,047 4,047 ―

負債計 17,329 17,329 ―
 

(*1)　「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する

ものであることから、記載を省略しております。

(*2)　市場価格のない株式等は、「（4）投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上

額は以下のとおりであります。

区分 当連結会計年度（百万円）

非上場株式 465
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（注１）金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額　　　　　　　　
　
　　前連結会計年度（2025年３月31日）

  
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

（1） 現金及び預金 44,091 ― ― ―

（2） 受取手形 3,245 ― ― ―

（3） 売掛金 10,438 ― ― ―

（4） 電子記録債権 3,291 ― ― ―

 合　　　計 61,066 ― ― ―
 

　なお、満期のある有価証券は保有しておりません。
 

　　当連結会計年度（2026年３月31日）

  
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

（1） 現金及び預金 47,931 ― ― ―

（2） 受取手形 3,750 ― ― ―

（3） 売掛金 10,331 ― ― ―

（4） 電子記録債権 4,158 ― ― ―

 合　　　計 66,172 ― ― ―
 

　なお、満期のある有価証券は保有しておりません。

 
３　金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定

の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定に係る

インプットを用いて算定した時価

　　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 
（1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

　前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 31,077 ― ― 31,077

資産計 31,077 ― ― 31,077
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　当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

　その他有価証券     

　　株式 36,401 ― ― 36,401

資産計 36,401 ― ― 36,401
 

 
（2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形 ― 3,245 ― 3,245

売掛金 ― 10,438 ― 10,438

電子記録債権 ― 3,291 ― 3,291

資産計 ― 16,975 ― 16,975

支払手形及び買掛金 ― 7,564 ― 7,564

電子記録債務 ― 6,774 ― 6,774

未払金 ― 3,528 　― 3,528

負債計 ― 17,866 ― 17,866
 

 
　当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

受取手形 ― 3,750 ― 3,750

売掛金 ― 10,331 ― 10,331

電子記録債権 ― 4,158 ― 4,158

資産計 ― 18,240 ― 18,240

支払手形及び買掛金 ― 6,455 ― 6,455

電子記録債務 ― 6,826 ― 6,826

未払金 ― 4,047 ― 4,047

負債計 ― 17,329 ― 17,329
 

 
（注）　時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１

の時価に分類しております。

 
受取手形及び売掛金、電子記録債権

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の

時価に分類しております。
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支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、レベル２の

時価に分類しております。

 
　なお、短期貸付金、長期貸付金、短期借入金、長期借入金、リース債務、その他については、重要性に乏しいと判断

されるため注記を省略しております。
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(有価証券関係)

 

１　その他有価証券

　　前連結会計年度（2025年３月31日）

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

　株式 31,074 7,974 23,100

小計 31,074 7,974 23,100

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

　株式 3 3 △0

小計 3 3 △0

合計 31,077 7,978 23,099
 

（注）　非上場株式は、市場価格がないため上表には含めておりません。

 
　　当連結会計年度（2026年３月31日）

区分
連結貸借対照表計上額

（百万円）
取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

   

　株式 36,401 7,980 28,421

小計 36,401 7,980 28,421

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

   

　株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 36,401 7,980 28,421
 

（注）　非上場株式は、市場価格がないため上表には含めておりません。

 
　２　連結会計年度中に売却したその他有価証券

　　　前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 
区分

売却額
（百万円）

　売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

　株式 ― ― ―

合計 ― ― ―
 

 
　　　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 
区分

売却額
（百万円）

　売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

　株式 233 227 0

合計 233 227 0
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(退職給付関係)

 

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 
１. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度又は前払退職金制度の選択制度を採用しており、また旧制度にお

ける従業員の既得権を補償するため、57歳以上で退職する場合は一定金額を支給する退職一時金制度も設けておりま

す。また、その他の連結子会社は、確定給付企業年金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を採用して

おります。

　なお、当社及び連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 
２. 確定給付制度

　（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 1,193 百万円

　退職給付費用 194 〃

　退職給付の支払額 △136 〃

　制度への拠出額 △29 〃

退職給付に係る負債の期末残高 1,222 〃
 

 
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

積立型制度の退職給付債務 873 百万円

年金資産 △393 〃

 479 〃

非積立型制度の退職給付債務 742 〃

連結貸借対照表に計上された負債 1,222 〃

   

退職給付に係る負債 1,222 〃

連結貸借対照表に計上された負債 1,222 〃
 

 
　（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 194 百万円
 

 
３. 確定拠出制度

　　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、42百万円であります。
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 
１. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の連結子会社は、確定拠出年金制度又は前払退職金制度の選択制度を採用しており、また旧制度にお

ける従業員の既得権を補償するため、57歳以上で退職する場合は一定金額を支給する退職一時金制度も設けておりま

す。また、その他の連結子会社は、確定給付企業年金制度、中小企業退職金共済制度及び退職一時金制度を採用して

おります。

　なお、当社及び連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負

債及び退職給付費用を計算しております。

 
２. 確定給付制度

　（1）簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高 1,222 百万円

　退職給付費用 185 〃

　退職給付の支払額 △70 〃

　連結除外による減少額 △242 〃

　制度への拠出額 △30 〃

退職給付に係る負債の期末残高 1,064 〃
 

 
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

積立型制度の退職給付債務 916 百万円

年金資産 △404 〃

 511 〃

非積立型制度の退職給付債務 552 〃

連結貸借対照表に計上された負債 1,064 〃

   

退職給付に係る負債 1,064 〃

連結貸借対照表に計上された負債 1,064 〃
 

 
　（3）退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 185 百万円
 

 
３. 確定拠出制度

　　当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、43百万円であります。
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(税効果会計関係)

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前連結会計年度

(2025年３月31日)
 

当連結会計年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産      
　　　　賞与引当金 306 百万円  300 百万円

　　　　貸倒引当金 57 〃  58 〃

　　　　役員退職慰労引当金 218 〃  214 〃

　　　　退職給付に係る負債 428 〃  372 〃

　　　　未払事業税 175 〃  234 〃

　　　　土地減損 354 〃  354 〃

　　　　投資有価証券評価損 44 〃  28 〃

　　　　税務上の繰越欠損金 26 〃  33 〃

　　　　減価償却超過額 30 〃  28 〃

　　　　その他 69 〃  106 〃

　　　繰延税金資産小計 1,712 百万円  1,730 百万円

　　　評価性引当額（注） △682 〃  △707 〃

　　　繰延税金負債との相殺 △256 〃  △415 〃

　　　繰延税金資産合計 773 百万円  607 百万円

繰延税金負債      
　　　　未収事業税 △0 百万円  ― 百万円

　　　　その他有価証券評価差額金 △7,399 〃  △9,097 〃

　　　　その他 △101 〃  △101 〃

　　　繰延税金負債小計 △7,501 百万円  △9,199 百万円

　　　繰延税金資産との相殺 256 〃  415 〃

　　　繰延税金負債合計 △7,245 百万円  △8,784 百万円

　　繰延税金資産（△は負債）の純額 △6,471 百万円  △8,177 百万円
 

（注）　評価性引当額の変動の主な内容は、退職給付に係る負債の評価性引当額34百万円の増加であります。

 
２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
 

 

  
前連結会計年度

(2025年３月31日)
 

当連結会計年度

(2026年３月31日)

 法定実効税率 ― ％  30.5 ％

 　(調整)      

 交際費等永久に損金に算入されない項目 ― ％  0.1 ％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ― ％  △2.0 ％

 住民税均等割等 ― ％  0.2 ％

 評価性引当額の増減 ― ％  0.1 ％

 試験研究費等の税額控除 ― ％  △1.0 ％

 その他 ― ％  0.9 ％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 ― ％  29.8 ％
 

 
（注）　前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分

の５以下であるため注記を省略しております。
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(資産除去債務関係)

重要性が乏しいため注記を省略しております。

 

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、埼玉県その他の地域において、賃貸用のオフィスビル等（土地を含む）を有してお

ります。

2025年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、215百万円（賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用は

売上原価に計上）であります。

2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は、216百万円（賃貸収入は売上高に、主な賃貸費用は

売上原価に計上）であります。

 
また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日）

連結貸借対照表計上額

期首残高 805 763

期中増減額 △41 △20

期末残高 763 743

期末時価 4,408 4,434
 

（注）１.　連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

　　　２.　期中増減のうち、前連結会計年度の主な減少は、減価償却費（41百万円）であります。

　　　 　　当連結会計年度の主な減少要因は、減価償却費（20百万円）であります。

　　　３.　期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を

　　　　　 行ったものを含む。）であります。
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(収益認識関係)

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。

 
２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）　４　会計方針

に関する事項　（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

 
３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末

において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 19,327 16,975

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 16,975 18,240

契約資産（期首残高） 6,457 5,968

契約資産（期末残高） 5,968 8,780

契約負債（期首残高） 8 456

契約負債（期末残高） 456 468
 

契約資産は、顧客とのコンクリート二次製品関連のコンクリートパイル製品の販売及び請負工事、情報関連のソフ

トウエアの受託製作の一部に係る契約について期末日時点で充足されている履行義務のうち、未請求の対価に対する

当社及び連結子会社の権利に関するものであります。

契約負債は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事、情報関連のソフトウエアの受託製作の一部に係る契約

に関して履行義務の充足の前に受領した前受金であり、履行義務の充足による収益の計上に伴い、取り崩されます。

　前連結会計年度の重要な変動

契約資産は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る契約に基づく収益認識の増加及び債権への振替え

による減少であります。

契約負債は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事、情報関連のソフトウエアの受託製作の一部に係る契約

に関して履行義務の充足の前に受領した前受金による増加であります。

前連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、８百万円であります。

　当連結会計年度の重要な変動

契約資産は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事に係る契約に基づく収益認識の増加によるものでありま

す。

契約負債は、コンクリートパイル製品の販売及び請負工事、情報関連のソフトウエアの受託製作の一部に係る契約

に関して履行義務の充足の前に受領した前受金による増加であります。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、456百万円であります。

 
（2）残存履行義務に配分した取引価格

　 当社及び連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用

し、残存履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。
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(セグメント情報等)

　
【セグメント情報】

　
１　報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

当社グループは、事業部門を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「コンクリート二

次製品関連事業」及び「情報関連事業」の２つを報告セグメントとしております。

「コンクリート二次製品関連事業」は、主な製品としまして、コンクリートパイル・ポール、環境製品、砂利

製品等であります。

　「情報関連事業」は、主な製品としまして、コンピュータ周辺装置等の販売及びソフトウエアの受託製作であ

ります。

 
２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。

 
３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
　

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

連結財務諸
表計上額
（注3）コンクリート

二次製品関連
情報関連 計

売上高        

　一時点で移転される
　財又はサービス

8,094 8,195 16,289 8,838 25,128 ― 25,128

　一定の期間にわたり
　移転される財又はサ
　ービス

60,218 2,105 62,323 ― 62,323 ― 62,323

　顧客との契約から生
　じる収益

68,312 10,301 78,613 8,838 87,452 ― 87,452

　その他の収益 ― ― ― 313 313 ― 313

　外部顧客への売上高 68,312 10,301 78,613 9,152 87,765 ― 87,765

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

　　　　　計 68,312 10,301 78,613 9,152 87,765 ― 87,765

セグメント利益 10,543 1,831 12,374 2,569 14,944 △1,051 13,892

セグメント資産 52,385 10,422 62,808 13,872 76,680 48,553 125,234

その他の項目
　減価償却費
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

       
1,999 364 2,363 436 2,800 87 2,887
4,080 507 4,588 475 5,063 140 5,204

 

 
（注）1.　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境衛生部門、ホテル部門、
　　　　　 不動産賃貸収入部門及び太陽光発電収入部門が含まれております。

2.　調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△1,051百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額48,553百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資

産は、主に各報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額140百万円は、各報告セグメントに帰属しない設備等の投

資額であります。

 
3.　セグメント利益及びセグメント資産の調整後の金額は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と一

致しております。
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当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注1）

合計
調整額
（注2）

連結財務諸
表計上額
（注3）コンクリート

二次製品関連
情報関連 計

売上高        

　一時点で移転される
　財又はサービス

9,207 5,381 14,589 8,930 23,519 ― 23,519

　一定の期間にわたり
　移転される財又はサ
　ービス

73,952 2,069 76,021 ― 76,021 ― 76,021

　顧客との契約から生
　じる収益

83,159 7,450 90,610 8,930 99,541 ― 99,541

　その他の収益 ― ― ― 313 313 ― 313

　外部顧客への売上高 83,159 7,450 90,610 9,244 99,854 ― 99,854

　セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

　　　　　計 83,159 7,450 90,610 9,244 99,854 ― 99,854

セグメント利益 14,733 1,617 16,351 2,228 18,579 △980 17,598

セグメント資産 61,032 8,800 69,832 14,735 84,568 56,727 141,295

その他の項目
　減価償却費
有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

       
2,348 337 2,685 530 3,216 78 3,294
4,998 326 5,325 869 6,194 50 6,245

 

 
（注）1.　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、環境衛生部門、ホテル部門、
　　　　　 不動産賃貸収入部門及び太陽光発電収入部門が含まれております。

2.　調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の調整額△980百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
(2) セグメント資産の調整額56,727百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。全社資

産は、主に各報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券等であります。
(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額50百万円は、各報告セグメントに帰属しない設備等の投資

額であります。
3.　セグメント利益及びセグメント資産の調整後の金額は、それぞれ連結財務諸表の営業利益及び資産合計と一

致しております。

 
【関連情報】

　

　　前連結会計年度(自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)

　

１  製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

 

(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３ 主要な顧客ごとの情報外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないた

　　め、記載はありません。

 

　　当連結会計年度(自 2025年４月１日 至 2026年３月31日)

　

１  製品及びサービスごとの情報

　　　セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 71/102



　

２ 地域ごとの情報

(1) 売上高

　　　本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。

　

(2) 有形固定資産

　　　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　

３ 主要な顧客ごとの情報外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないた

め、記載はありません。

　
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 

前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 
当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 該当事項はありません。

 
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　　　　該当事項はありません。

　
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　　　　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 72/102



 

【関連当事者情報】

　

　１　関連当事者との取引

　（1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

　　（ア）連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

　　　　　前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社

三谷商事
㈱

福井県
福井市

5,008 総合商社

（所有）
直接 15.6
間接　 2.6
 
（被所有）
直接　 10.3
間接 　8.1

製品の販売及び原

材料等の一部購入

 

役員の兼任有り

製品等の販
売

875
受取手形
売掛金

293
85

セメント等
の購入

2,980
支払手形
買掛金
未払金

1,065
9
401

 

 （注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

      　独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

 

　　　　　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他
の関係
会社

三谷商事
㈱

福井県
福井市

5,008 総合商社

（所有）
直接 16.0
間接　 2.6
 
（被所有）
直接　 10.4
間接 　8.2

製品の販売及び原

材料等の一部購入

 

役員の兼任有り

 
 
 
 
 

製品等の販
売

533
受取手形
売掛金

145
119

 
 
セメント等
の購入
 
 
関係会社

株式の売

却

 

3,660
 
 
220

支払手形
買掛金
未払金
 
 
 

1,162
12
513
 
 
 

 

 （注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

　　　 　独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

      　株式の売却価額については、両社協議の上、純資産価額方式により算定された株価を勘案したうえで、

　　　 　妥当な価格により決定しております。

　

　　（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

　　　　　前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　       　該当事項はありません。
　

　　　　　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

 役員 三谷　進治
福井県
福井市

当社
代表取締役社長

（被所有）
直接　 2.7
 

―

株式の購入 5 　　― ―

自己株式の取得 1,432 　　― ―

 

　（注）１.　株式の購入価格については、第三者機関の評価を参考に決定しております。
　　　　２.　株式の取得については、東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において取引して
　　　　　 　おります。
 

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 73/102



 

　（2）連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

　　（ア）連結財務諸表提出会社のその他の関係会社

　　　　　前連結会計年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

三谷商事㈱
福井県
福井市

5,008 総合商社
（所有）
　直接　2.6

製品の販売及び原材
料等の一部購入

製品等の販
売

17
 
受取手形
 

12

セメント等
の購入

3,710
 
売掛金
 

0

その他経費 192
 
支払手形
 

476

  買掛金 765

  
 
未払金
 

4

 

 （注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

      　独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

　

　　　　　当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

 

種類
会社等
の名称
又は氏名

所在地
資本金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の所有
（被所有）割合

(％)
関連当事者との関係 取引の内容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

三谷商事㈱
福井県
福井市

5,008 総合商社
（所有）
　直接　2.6

製品の販売及び原材
料等の一部購入

製品等の販
売

39
 
受取手形
 

6

セメント等
の購入

2,428
 
売掛金
 

3

その他経費 195
 
支払手形
 

658

  買掛金 279

  
 
未払金
 

4

 

 （注）　取引条件及び取引条件の決定方針等

     　 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。

　

　２　親会社又は重要な関連会社に関する注記

　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

 

 
前連結会計年度

（自　2024年４月１日
　 至　2025年３月31日）

当連結会計年度
（自　2025年４月１日
　 至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 1,247円47銭 1,446円20銭

１株当たり当期純利益 140円36銭 195円84銭
 

（注）１.　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

     ２.　2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首

　　　　　 に当該株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益」を算定して

　　　　　 おります。

　　　３.　１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度

(自　2024年４月１日
至　2025年３月31日)

当連結会計年度
(自　2025年４月１日
至　2026年３月31日)

１株当たり当期純利益    

親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) 10,175 13,782

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益

(百万円) 10,175 13,782

普通株式の期中平均株式数 (株) 72,495,249 70,378,173
 

 

　　　４.　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前連結会計年度
（2025年３月31日)

当連結会計年度
（2026年３月31日)

純資産の部の合計額 (百万円) 90,542 103,702

純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円) 1,961 2,103

（うち非支配株主持分） (百万円) (1,961) (2,103)

普通株式に係る期末の純資産額 (百万円) 88,580 101,598

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数

(株) 71,008,184 70,252,120
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(重要な後発事象)

(株式分割および株式分割に伴う定款の一部変更)

当社は、2026年２月13日開催の取締役会決議に基づき、2026年４月１日付で株式分割および株式分割に伴う定款

の一部変更を行っております。

 
Ⅰ.　株式分割について

　 １.　株式分割の目的

当社株式の投資単位当たりの投資金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資しやすい環境を

整え、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。

 
　 ２.　株式分割の概要

　　① 分割の方法

2026年３月31日（火曜日）を基準日として、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の所有す

る普通株式を、１株につき４株の割合をもって分割いたします。

 
② 分割により増加する株式数

　株式分割前の発行済株式数の総数　20,986,599株

　今回の分割により増加する株式数　62,959,797株

　株式分割後の発行済株式総数　　　83,946,396株

　株式分割後の発行可能株式総数　 120,000,000株

 
③ 分割の日程

基準日公告日　2026年３月16日（月曜日）

基準日　　　　2026年３月31日（火曜日）

効力発生日　　2026年４月１日（水曜日）

 
④ １株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割による影響については、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸

表　　注記事項　（１株当たり情報）」に記載しております。

 
⑤ その他

　今回の株式分割に際して、資本金の変更はありません。

 
Ⅱ.　定款の一部変更について

　 １.　変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2026年４月１日をもって、当社定款を下

記のとおり一部変更いたします。

 
２.　定款変更の内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線は変更箇所を示します。）

　　　　　　　　現　行　 　　　　　　　変　更　後

　　（会社の発行可能株式総数）
　　第６条　当会社の発行可能株式総数は
　　　　　　3,000万株とする。

　　（会社の発行可能株式総数）
　　第６条　当会社の発行可能株式総数は
　　　　　　12,000万株とする。

 

 
３.　定款変更の日程

　　取締役会決議日　2026年２月13日（金曜日）

　　効力発生日　　　2026年４月１日（水曜日）
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 11,548 12,857 1.00 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 66 66 0.66 ―

１年以内に返済予定のリース債務 202 225 ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

120 54 0.64
 2027年４月１日～
 2028年３月20日

リース債務（1年以内に返済予定
のものを除く。）

533 502 ―
 2027年４月１日～
 2033年11月30日

小計 12,470 13,705 ― ―

内部取引の消去 △11,548 △12,857 ― ―

合計 922 848 ― ―
 

　(注）１.　「平均利率」につきましては、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２.　リース債務の平均利率につきましては、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で

　　 リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

３.　長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における１年

　　 ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

長期借入金 54 ― ― ―

リース債務 212 167 89 21
 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100

分の１以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

 

　当連結会計年度における半期情報等

 中間連結会計期間 当連結会計年度

売上高 (百万円) 49,703 99,854

税金等調整前
中間（当期）純利益

(百万円) 10,003 19,923

親会社株主に帰属する
中間（当期）純利益

(百万円) 6,919 13,782

１株当たり
中間（当期）純利益

(円) 98.15 195.84
 

　（注）　当社は、2026年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度
　　　　　の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「１株当たり中間（当期）純利益」を算定しております。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 35,628 38,564

  受取手形 ※1  3,205 ※1  3,665

  売掛金 ※1  5,799 ※1  6,717

  契約資産 5,663 8,513

  電子記録債権 ※1  2,905 ※1  3,938

  商品及び製品 441 586

  仕掛品 1 1

  原材料及び貯蔵品 146 188

  前払費用 11 10

  短期貸付金 ※1  2,420 ※1  3,159

  未収入金 ※1  54 ※1  0

  その他 136 133

  流動資産合計 56,414 65,478

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 555 564

   構築物（純額） 70 83

   機械及び装置（純額） 627 646

   車両運搬具（純額） 42 40

   工具、器具及び備品（純額） 684 1,140

   土地 3,962 3,962

   建設仮勘定 ― 312

   その他（純額） 250 203

   有形固定資産合計 ※2  6,192 ※2  6,953

  無形固定資産   

   ソフトウエア 421 389

   その他 182 105

   無形固定資産合計 603 495

  投資その他の資産   

   投資有価証券 691 909

   関係会社株式 32,281 36,318

   出資金 2 2

   長期貸付金 257 227

   差入保証金 118 142

   長期前払費用 17 12

   固定化営業債権 173 173

   その他 18 19

   貸倒引当金 △182 △182

   投資その他の資産合計 33,378 37,622

  固定資産合計 40,175 45,071

 資産合計 96,589 110,550
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           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形 3,073 2,567

  電子記録債務 ※1  3,421 ※1  3,863

  買掛金 ※1  6,436 ※1  5,178

  短期借入金 ※1  9,057 ※1  9,628

  リース債務 ※1  8 ※1  4

  未払金 ※1  3,306 ※1  3,921

  未払費用 ※1  470 ※1  550

  未払消費税等 148 599

  未払法人税等 1,182 2,910

  前受金 371 204

  預り金 34 34

  設備関係支払手形 75 292

  工事損失引当金 4 64

  保証工事引当金 34 18

  その他 47 45

  流動負債合計 27,673 29,885

 固定負債   

  長期預り保証金 208 173

  リース債務 7 7

  退職給付引当金 22 26

  役員退職慰労引当金 570 592

  繰延税金負債 5,839 7,131

  保証工事引当金 80 77

  その他 115 113

  固定負債合計 6,844 8,123

 負債合計 34,518 38,008

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,146 2,146

  利益剰余金   

   利益準備金 536 536

   その他利益剰余金   

    研究開発積立金 1,640 1,640

    配当積立金 300 300

    別途積立金 33,360 35,360

    繰越利益剰余金 17,794 24,548

   利益剰余金合計 53,630 62,385

  自己株式 △6,837 △8,270

  株主資本合計 48,939 56,260

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 13,132 16,281

  評価・換算差額等合計 13,132 16,281

 純資産合計 62,071 72,541

負債純資産合計 96,589 110,550
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②【損益計算書】

           (単位：百万円)

          前事業年度
(自 2024年４月１日
　至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
　至 2026年３月31日)

売上高 ※2  62,419 ※2  74,911

売上原価 ※2  49,474 ※2  57,715

売上総利益 12,944 17,195

販売費及び一般管理費 ※1  4,549 ※1  4,923

営業利益 8,394 12,272

営業外収益   

 受取利息及び配当金 ※2  1,427 ※2  2,548

 その他 ※2  38 ※2  55

 営業外収益合計 1,465 2,603

営業外費用   

 支払利息 ※2  90 ※2  96

 売上割引 4 2

 その他 ※2  14 ※2  14

 営業外費用合計 109 112

経常利益 9,751 14,762

特別利益   

 固定資産売却益 20 7

 子会社株式売却益 ― 806

 投資有価証券売却益 ― 227

 特別利益合計 20 1,041

特別損失   

 固定資産除売却損 4 2

 廃棄処分損 ― 42

 その他 0 0

 特別損失合計 4 45

税引前当期純利益 9,768 15,758

法人税、住民税及び事業税 2,658 4,204

法人税等調整額 32 △149

法人税等合計 2,691 4,055

当期純利益 7,076 11,703
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③【株主資本等変動計算書】

 前事業年度(自 2024年４月１日　至 2025年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,146 ― 2,167 2,167

当期変動額     

別途積立金の積立     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

自己株式の消却   △8,000 △8,000

利益剰余金から資本剰

余金への振替
  5,832 5,832

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 ― ― △2,167 △2,167

当期末残高 2,146 ― ― ―
 

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
研究開発積立金 配当積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 536 1,640 300 31,360 20,671 54,507

当期変動額       

別途積立金の積立    2,000 △2,000 ―

剰余金の配当     △2,121 △2,121

当期純利益     7,076 7,076

自己株式の取得       

自己株式の消却       

利益剰余金から資本剰

余金への振替
    △5,832 △5,832

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
      

当期変動額合計 ― ― ― 2,000 △2,876 △876

当期末残高 536 1,640 300 33,360 17,794 53,630
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 (単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △11,606 47,214 12,445 12,445 59,660

当期変動額      

別途積立金の積立  ―   ―

剰余金の配当  △2,121   △2,121

当期純利益  7,076   7,076

自己株式の取得 △3,231 △3,231   △3,231

自己株式の消却 8,000 ―   ―

利益剰余金から資本剰

余金への振替
 ―   ―

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  687 687 687

当期変動額合計 4,768 1,724 687 687 2,411

当期末残高 △6,837 48,939 13,132 13,132 62,071
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　当事業年度(自 2025年４月１日　至 2026年３月31日)

 (単位：百万円)

 

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 2,146 ― ― ―

当期変動額     

別途積立金の積立     

剰余金の配当     

当期純利益     

自己株式の取得     

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 2,146 ― ― ―
 

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
研究開発積立金 配当積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 536 1,640 300 33,360 17,794 53,630

当期変動額       

別途積立金の積立    2,000 △2,000 ―

剰余金の配当     △2,949 △2,949

当期純利益     11,703 11,703

自己株式の取得       

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
      

当期変動額合計 ― ― ― 2,000 6,754 8,754

当期末残高 536 1,640 300 35,360 24,548 62,385
 

 

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 83/102



 

 (単位：百万円)

 

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △6,837 48,939 13,132 13,132 62,071

当期変動額      

別途積立金の積立  ―   ―

剰余金の配当  △2,949   △2,949

当期純利益  11,703   11,703

自己株式の取得 △1,432 △1,432   △1,432

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
  3,148 3,148 3,148

当期変動額合計 △1,432 7,321 3,148 3,148 10,470

当期末残高 △8,270 56,260 16,281 16,281 72,541
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【注記事項】

(重要な会計方針)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 
(2) その他有価証券

　市場価格のない株式等以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

　市場価格のない株式等

移動平均法による原価法

 

２　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有する棚卸資産

　主として総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 

３　固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得

した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。ただし、原石山については生産高比例法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　10年～50年

機械装置及び車両運搬具　４年～９年

(少額減価償却資産)

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づき、３年間で均等償却する方法を

採用しております。

 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法を採用しておりま

す。

 

(3) リース資産

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、主なリース期間は５年です。
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４　引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

 

(2) 退職給付引当金

当社は確定拠出年金又は前払退職金制度の選択制度、並びに旧制度における従業員の既得権を補償するため、57

歳以上で退職する場合は一定額を支給する退職一時金制度も設けております。当該一時金制度に関する支出に備え

るため、当事業年度末における見込額を計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

 

(3) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当

金として計上しております。

 
(4) 工事損失引当金

事業年度末の手持工事のうち損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額

を計上しております。

 
(5) 保証工事引当金

原材料採取地を原状復帰するために将来発生する費用について、事業年度末における費用見込額を計上しており

ます。

 
５　収益及び費用の計上基準

当社顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する

通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

 
コンクリート二次製品関連

コンクリート二次製品関連においては、主にコンクリートパイル製品の販売及び請負工事を行っております。

このような製品及び請負工事は単一の履行義務として識別し、契約における履行義務を充足するにつれて、一定

の期間にわたり収益を認識しております。当該工事契約における履行義務の性質を考慮した結果、原価の発生が

工事の進捗度を適切に表すと判断しているため、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は、見積総原価に

対する実際原価の割合（インプット法）によっております。
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(重要な会計上の見積り)

１　一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

　(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

契約資産 5,663 8,513
 

 
 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　 連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）１　一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収

益認識」に記載した内容と同一であります。

 
２　工事損失引当金に係る会計上の見積り

 (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

 前事業年度 当事業年度

工事損失引当金 4 64
 

 
 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　　　 連結財務諸表「注記事項（重要な会計上の見積り）２　工事損失引当金に係る会計上の見積り」に記載した内容

と同一であります。
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(貸借対照表関係)

 
※１　関係会社に対する資産及び負債

　　　区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

短期金銭債権 3,697百万円 4,587百万円

短期金銭債務 15,827　〃 15,359　〃
 

 
※２　圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりでありま

す。

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

圧縮記帳額 53百万円 53百万円

（うち、建物及び構築物） 1　〃 1　〃

（うち、機械装置及び運搬具） 51　〃 51　〃
 

 
 
(損益計算書関係)

 
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

役員報酬及び給与手当賞与 1,818百万円 1,904百万円

減価償却費 79　〃 113　〃

研究開発費 542 〃 739 〃

販売費に属する費用の
おおよその割合

51.2　％ 51.8　％

一般管理費に属する費用の
おおよその割合

48.8　〃 48.2　〃
 

 
※２　関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

 
前事業年度

(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)

当事業年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)

営業取引（収入分） 8,688百万円 9,761百万円

営業取引（支出分） 24,348　〃 28,813　〃

営業取引以外の取引（収入分） 1,388　〃 2,473　〃

営業取引以外の取引（支出分） 109　〃 93　〃
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(有価証券関係)

 
前事業年度（2025年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載してお

りません。

　　なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
前事業年度
（百万円）

子会社株式 5,853

関連会社株式 311

計 6,165
 

 
　当事業年度（2026年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載してお

りません。

　　なお、市場価格のない株式等の子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

区分
当事業年度
（百万円）

子会社株式 5,519

関連会社株式 311

計 5,830
 

 

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

 89/102



 

(税効果会計関係)

 

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 

 
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度

(2026年３月31日)

繰延税金資産      
　　　　貸倒引当金 57 百万円  57 百万円

　　　　賞与引当金 73 〃  81 〃

　　　　役員退職慰労引当金 179 〃  186 〃

　　　　退職給付引当金 7 〃  8 〃

　　　　未払事業税 61 〃  151 〃

　　　　土地減損 173 〃  173 〃

　　　　その他 54 〃  72 〃

　　　繰延税金資産小計 605 百万円  731 百万円

　　　評価性引当額 △434 〃  △410 〃

　　　繰延税金負債との相殺 △171 〃  △320 〃

　　　繰延税金資産合計 ― 百万円  ― 百万円

繰延税金負債      
　　　　その他有価証券評価差額金 △6,011 〃  △7,452 〃

　　　繰延税金負債小計 △6,011 百万円  △7,452 百万円

　　　繰延税金資産との相殺 171 〃  320 〃

　　　繰延税金負債合計 △5,839 百万円  △7,131 百万円

　　繰延税金資産（△は負債）の純額 △5,839 百万円  △7,131 百万円

      
 

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳

 

  
前事業年度

(2025年３月31日)
 

当事業年度

(2026年３月31日)

 法定実効税率 30.5 ％  30.5 ％

 　(調整)      

 交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2 ％  0.1 ％

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △3.0 ％  △3.9 ％

 住民税均等割等 0.3 ％  0.2 ％

 評価性引当額の増減 0.8 ％  △0.2 ％

 試験研究費等の税額控除 △0.9 ％  △1.0 ％

 その他 △0.2 ％  △0.9 ％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6 ％  25.7 ％
 

 

(収益認識関係)

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（収益認識関係）」

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

 
(重要な後発事象)

連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に同一内容を記載しているため、注記を省略しております。
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④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区分 資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期償却額 当期末残高
減価償却
累計額

有形固定資産 建物 555 55 ― 46 564 3,216

 構築物 70 19 ― 6 83 326

 機械及び装置 627 213 1 193 646 3,086

 車両運搬具 42 29 0 30 40 210

 工具、器具及び備品 684 1,081 2 622 1,140 8,492

 土地 3,962 ― ― ― 3,962 ―

 原石山 234 30 ― 73 191 1,514

 リース資産 15 6 ― 9 12 28

 建設仮勘定 ― 406 94 ― 312 ―

 計 6,192 1,844 99 984 6,953 16,873

無形固定資産 ソフトウエア 421 154 0 186 389 ―

 その他 182 138 215 ― 105 ―

 計 603 293 215 186 495 ―
 

(注) １.　当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品  工事部材（掘削設備他） 905百万円

建設仮勘定  ホテル改修 279百万円

機械及び装置  工場設備 186百万円
 

　　 ２.　当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建設仮勘定  機械及び装置へ振替 94百万円
 

 
【引当金明細表】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

科目 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

貸倒引当金 182 ― 0 182

役員退職慰労引当金 570 36 14 592

工事損失引当金 4 64 4 64

保証工事引当金 115 ― 18 96
 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 
(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

　　 (特別口座)
　　取扱場所
 

大阪市中央区北浜四丁目５番33号　三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
 

 (特別口座)

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号　三井住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告とします。ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞並びに福井市にお
いて発行する福井新聞に掲載して公告します。なお、電子公告は当会社のホームペー
ジに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。
http://www.m-sekisan.co.jp

株主に対する特典
毎年３月31日現在の株主名簿に記録された１単元(100株)以上を保有する株主に対し
て、一律ＱＵＯカード(クオカード)2,000円分を贈呈いたします。

 

（注） 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

①　法令により定款をもってしても制限することができない権利

②　株主割当による募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利

③　単元未満株式買増請求をする権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

 

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

 

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

　　事業年度　第92期（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）　2025年６月19日北陸財務局長に提出。

 

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

　　2025年６月19日北陸財務局長に提出。

 

(3) 半期報告書及び確認書

　　第93期中（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）　2025年11月14日北陸財務局長に提出。

 
(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基づ

く臨時報告書

　 2025年６月19日北陸財務局長に提出。

 
(5) 自己株券買付状況報告書

2025年７月４日、2025年８月６日、2025年９月４日、2025年10月６日、2025年11月７日、2025年12月４日、

 2026年１月８日、2026年３月５日、2026年４月６日、2026年５月11日北陸財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

 

 

2026年６月25日

三谷セキサン株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人
 

北陸事務所
 

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和　　田　　磨　　紀　　郎  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 南　　波　　洋　　行  
 

 

＜連結財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三谷セキサン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結

貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連

結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三

谷セキサン株式会社及び連結子会社の2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営

成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ

る職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び

連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明

の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重

要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見

の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

会社は、コンクリートパイル製品の販売と請負工事を
単一の履行義務として識別したうえで、契約における履
行義務を充足するにつれて一定の期間にわたり収益を認
識している。2026年３月31日現在の連結財務諸表に当該
収益認識の適用による未請求の対価に対する権利8,727
百万円が契約資産として計上されており、【注記事項】
（重要な会計上の見積り）において関連する開示を行っ
ている。また、会社は、履行義務の充足に係る進捗度の
見積り方法として見積総原価に対する実際原価の割合
（インプット法）を適用している。
履行義務の充足に係る進捗度の見積りにおいて利用さ
れる見積総原価のうち、工事原価の見積りの対象となる
コンクリートパイルの請負工事は、工事の受注から完成
までに一定の期間を必要とするほか、顧客の高度なニー
ズに対応するための製品、工法及び施工技術を要すると
いう特徴がある。また、工事の進行過程における設計内
容の変更や顧客による工事工程の見直し、製品の製造工
程作業の逼迫等により工期の遅延が生じることで工事原
価の見積りの見直しが必要になることから、工事原価の
見積りには高い不確実性と専門性を伴い、経営者の判断
に重要な影響を受ける。
追加・変更工事の発生に伴い、工事収益の見積りにつ
いて見直しが必要となる場合があるものの、顧客との契
約内容の変更交渉に一定の期間を要することがあり、工
事収益の算定にも不確実性が伴う。
　以上のことから、コンクリートパイル製品の販売及び
請負工事に係る収益認識において、特に工事原価及び工
事収益の見積りには高い不確実性を伴い、経営者の判断
に重要な影響を受けるため、当監査法人は、当該事項を
監査上の主要な検討事項とした。
 

当監査法人は、コンクリートパイル製品の販売及び請
負工事に係る収益認識を検討するに当たり、主として以
下の監査手続を実施した。
・　工事原価の見積りの妥当性について、次の監査手続
により検討した。
－　関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況
の有効性を評価した。これには、経営者による査閲
及び承認プロセス、並びに事前の見積りと実績の差
異分析を通じた工事原価の見直しに関するプロセス
の評価が含まれる。
－　見積りの前提となる外注費や副資材等の価格につ
いて、過去実績からの趨勢分析及び直近の仕入実績
単価との比較分析を実施した。
－　一定の基準で抽出した工事契約について、コンク
リートパイルの杭打ち工事の進捗状況を確かめると
ともに、工事の遅延や工事内容の変更の見込み等に
ついて支店の責任者及び工事部門の責任者に対して
質問し、工事原価の見直しが必要となる事象の有無
を把握した。
－　工事内訳書の検討過程で識別された追加・変更工
事について、支店の責任者及び工事部門の責任者に
質問するとともに関連資料を閲覧することにより、
追加・変更工事が見積総原価に適切に反映されてい
るかを評価した。
－　前連結会計年度末において工事進行中であった契
約の工事原価の見積りと当連結会計年度における確
定額を比較し、経営者による見積りの精度を評価し
た。

・　工事収益の妥当性について、次の監査手続により検
討した。
－　関連する主要な内部統制の整備状況及び運用状況
の有効性を評価した。これには、経営者による査閲
及び承認プロセスの評価が含まれる。
－　契約金額が未確定の工事契約や追加・変更工事の
有無について、支店の責任者及び管理部門の責任者
に対して質問するとともに、関連する資料を閲覧
し、工事収益が適切に算定されていることを確かめ
た。
－　一定の基準で抽出した工事契約について、当連結
会計年度末時点の契約金額に関する確認書を顧客に
発送し、会社が認識している契約金額と回答額を照
合した。
－　主要な工事契約について、顧客との工事請負契約
書や注文書等を閲覧し、会社が認識している工事収
益の正確性を検討した。
 

 

 
 
その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内

容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そ

のような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正

に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するた

めに経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示

する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表

示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利

用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評

価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基

づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか

結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記

事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証

拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠している

かどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎とな

る取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を

入手するために、連結財務諸表の監査を計画し実施する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指揮、監督及び査

閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判

断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表

が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利

益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、三谷セキサン株式会社の2026
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年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、三谷セキサン株式会社が2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、

財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統

制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人

の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務

諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他

の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して

いる。

 
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告

に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 
内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかにつ

いて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することに

ある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び

適用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内

部統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、

内部統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任があ

る。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、

識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項

について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。
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＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社及び子会社の監査証明業務に基づく報酬

及び非監査業務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の

状況】に記載されている。

 
利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以 上

 
 

※１.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
 

 

 

2026年６月25日

三谷セキサン株式会社

取締役会　御中

 

太陽有限責任監査法人
 

北陸事務所
 

 
 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和　　田　　磨　　紀　　郎  
 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 南　　波　　洋　　行  
 

 
＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる三谷セキサン株式会社の2025年４月１日から2026年３月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三谷セ

キサン株式会社の2026年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ

る当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か

つ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 
監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要である

と判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成におい

て対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 
一定の期間にわたり収益を認識する工事契約に関する収益認識

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(一定の期間にわたり収益を認識する工事契
約に関する収益認識)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

 
その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書

以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責

任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載

内容に対して意見を表明するものではない。
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　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と

財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような

重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告

することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表

示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営

者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要

がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が

ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明すること

にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決

定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と

しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続

を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切

な監査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の

実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及

び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結

論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外

事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい

るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど

うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計

事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制

の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている

場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事

項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止さ

れている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回

ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜報酬関連情報＞

　報酬関連情報は、連結財務諸表の監査報告書に記載されている。

 
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 
以 上

　
 

※１.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

２.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

三谷セキサン株式会社(E01169)

有価証券報告書

102/102


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２サステナビリティに関する考え方及び取組
	３事業等のリスク
	４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	５重要な契約等
	６研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	(3)行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	(1)コーポレート・ガバナンスの概要
	(2)役員の状況
	(3)監査の状況
	(4)役員の報酬等
	(5)株式の保有状況

	５従業員の状況等
	(1)人材戦略に関する基本方針等
	(2)従業員の状況


	第５経理の状況
	１連結財務諸表等
	(1)連結財務諸表
	①連結貸借対照表
	②連結損益計算書及び連結包括利益計算書
	連結損益計算書
	連結包括利益計算書

	③連結株主資本等変動計算書
	④連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤連結附属明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	資産除去債務明細表


	(2)その他

	２財務諸表等
	(1)財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	注記事項

	④附属明細表
	有形固定資産等明細表
	引当金明細表


	(2)主な資産及び負債の内容
	(3)その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

